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研究要旨 

水質事故発生時などの非常時に市民の安全と公衆衛生を確保するため、摂取制限によ

る給水継続の対応を含めた水質異常時の対応のあり方に関する検討を行った。諸外国

の事故事例や標準対応方法に関する調査および WHO 飲料水水質ガイドラインの調査

の結果、公衆衛生の維持及び消火用水確保などの観点から、大規模な事業体では特に

給水停止を行うことは少なく、摂取制限や煮沸勧告対応が多いことが示された。また、



  

対応は水道事業体と地方の水道監督機関との協議の上で決定する場合が多く、水道事

業体単独で判断をすることは、調査した範囲ではほとんどなかった。短期間摂取によ

る健康影響については専門家や衛生担当部局などに相談し、基準値とは別の健康助言

値等の利用を重視している。以上の点は、平成 23年 3月の放射性ヨウ素暫定指針値超

過による摂取制限時の広報に関する報告においても当てはまり、特に健康・公衆衛生

部局との緊密な連携が重要なことが示された。 

摂取制限を伴う給水継続を仮定した場合の対応について検討した結果、まずは取水

停止を行うこととその判断基準を明確にすることが重要であると考えられた。また、

取水停止期間が長期化した場合、水供給が停止するおそれがあり市民生活への影響が

非常に大きくなる一方で、水質基準を超える水を供給した場合、施設洗浄や水替えが

必要となることで影響時間が長くなる可能性もあり、短期間であれば供給停止を選択

した方が影響時間は短くなることも考えられた。影響が長期間に及ぶ場合は、生活用

水としての取水再開を検討することなどの案が提案された。 

経口曝露換算の総潜在用量、割当率および間接飲水量の推定においては、トリハロ

メタン類(THMs)4種とハロ酢酸類(HAAs)3種の消毒副生成物を対象に解析を行った。

THMs 類と HAAs 類の物性は大きく異なるが、消毒副生成物の割当率として 20 %の

デフォルト割当率を使用することが妥当であると考えられ、新基準値案を含む現行の

水道水質基準値の妥当性を支持するものであった。 

水道水摂取量アンケート調査の再解析により、水道水質の健康リスク評価に直接利

用することのできる「潜在的な水道水摂取量（pTWI）」が提案でき、内訳として、水

道水直接摂取、ボトル水、清涼飲料水(アルコール飲料と牛乳は含まない)、水道水間接

摂取（スープ類、ご飯中の水道水）の摂取量の総和で表すことが適切であることを示

すことができた。 

日本の水質基準項目のうち、実験動物を用いた毒性試験の結果を基に基準値が設定

された 19項目について、食品安全委員会の評価書を基に、毒性情報を収集・整理した

上で、安全性評価を行い、亜急性評価値 (Subacute Reference Dose; saRfD) の算出を

試みた。 

複合暴露評価に関する研究では、有機リン系農薬 22種についてHazard index法及

び Relative potency factor法による評価を行った。 

環境蓄積性汚染物質として知られているパーフルオロテトラデカン酸 (PFTeDA)及

びパーフルオロヘキサデカン酸 (PFHxDA)を投与したラットの血清中のパーフルオ

ロカルボン酸 (PFCA)類の濃度を測定した結果、PFTeDA 及び PFHxDA 以外の PFCA

類が多く検出された。被験物質中に不純物として含まれていた微量の PFCA 類が

PFTeDA及び PFHxDAの毒性発現に関与している可能性が考えられる。 

 

A. 研究目的 

平成 23 (2011)年 3月の放射性ヨウ素暫定指針

値超過による摂取制限および平成 24 (2012)

年 5月のホルムアルデヒド前駆物質事故と給

水停止対応を受けて、水質事故発生時などの

非常時に市民の安全と公衆衛生を確保するた



  

め、摂取制限による給水継続の対応を含めた

水質異常時の対応のあり方に関する検討を、

昨年度に引き続き行った。 

海外における水質異常時における標準的な

対応について、原則給水停止を行わず使用制

限等によって給水を継続すること、その理由

としてトイレ用水、消防用水等の確保による

衛生状態や都市機能の維持を重視しているこ

と、また、住民への通知・広報対策を重視し

ていることなどが昨年度の研究で示された。

本年度は、さらに水質異常時の対応について

の調査を行うことに加えて、米国と欧州にお

ける水質異常、水質事故や緊急事態における

実際の対応事例の調査を行った。加えて、

WHO 飲料水水質ガイドライン文書における

水質異常時の対応に関する考え方を整理した。 

経口曝露換算の総潜在用量、割当率および

間接飲水量の推定においては、昨年度は、生

理学的薬物動態(PBPK)モデルを用いて吸入、

経皮曝露量を経口曝露時の体内負荷量換算す

る新しい曝露量分布推定方法の適用について、

クロロホルムを対象として検討を行った。本

年度は昨年度の方法に飲水量分布を考慮した

方法へと発展させ、クロロホルム以外のトリ

ハロメタン類(THMs)とハロ酢酸類(HAAs)の

消毒副生成物を対象に、現行の飲料水割当率、

水道水質基準値の妥当性を評価し、飲水以外

の水道水由来の曝露量から間接飲水量を算出

することを目的とした。 

過去にアンケートを行った摂水量調査のデ

ータを再解析し、これまで示してきた全液体

摂取量ではなく、水道水質の健康リスク評価

に直接寄与することのできる「潜在的な水道

水摂取量(pTWI)」について提案することを試

みた。 

水道汚染物質に関する急性/亜急性評価値

に関して、昨年度は、米国環境保護庁 

(Environmental Protection Agency: EPA)によっ

て設定された健康に関する勧告値  (Health 

advisory: HA)を中心に、設定方法や根拠につ

いて調査を行い、日本の基準項目について割

当率、体重及び飲水量のみで換算した評価値

を試算した。本年度は、実際に毒性情報を評

価し亜急性評価値の算出を試みた。 

水道水中の農薬に関する複合曝露評価手法

を検討するために、農薬類の中で共通の作用

として最も良く知られているコリンエステラ

ーゼ (ChE)阻害作用に焦点を当て、複合曝露

評価を試みた。昨年度はカルバメート系農薬

について Hazard index (HI)法及び Relative 

potency factor (RPF)法による評価を行った。本

年度は、有機リン系農薬の複合暴露評価手法

に関する検討を行った。 

パーフルオロカルボン酸 (PFCA)類は、環

境中での残留性が高く、ヒト健康への影響が

懸念されている。炭素数 12以上の長鎖 PFCA

については、炭素数が長い程毒性は弱まるこ

とが明らかとなっている。本研究では、長鎖

PFCA類の毒性強度の違いの要因を明らかに

することを目的としている。本年度は、炭素

数 14 のパーフルオロテトラデカン酸 

(PFTeDA)及び炭素数 16のパーフルオロヘキ

サデカン酸 (PFHxDA)を投与したラットの

血清中 PFCA濃度を測定した。 

 

B. 研究方法 

1. 突発的水質事故時等の対応のあり方に関

する研究 

突発的水質事故発生時などの非常時に市民の

安全と公衆衛生を確保するため、摂取制限に

よる給水継続の対応を含めた水質異常時の対

応のあり方に関する検討を行った。いくつか

の水道事業体等に対して問い合わせを行い、

報告を受けることで検討を行った。 

本研究では、福島第一原子力発電所事故時

における広報の事例報告、ホルムアルデヒド



  

事故を受けた用水供給事業体の対応と改善策

等についての報告、受水団体への聞き取り調

査を行った。また、「摂取制限等を伴い給水継

続を実施」すると仮定したときの対応に関連

して、取水停止・再開の判断基準、応急給水

方法など摂取制限実施の際の対応、広報、保

険の適用について検討を行った。 

2. 海外における水質異常時や緊急事態への

対応に関する調査研究 

米国、欧州、オーストラリアにおける水質異

常時や緊急事態における対応などの事例調査

をインターネット検索、資料の調査、および

聞き取り調査により実施した。また、WHO

飲料水水質ガイドラインにおける水質異常時

や緊急事態対応の考え方について、ガイドラ

イン文書第 4版を用いて整理した。 

3. 経口曝露換算の総潜在用量、割当率および

間接飲水量の推定 

水道水中の THM や HAA 類の濃度をある値

に仮定したときの、経口換算の吸入、経皮、

経口経由の潜在用量の総和は、飲水量や食品

摂取量、入浴時間の違いなどのシナリオで異

なるため、シナリオ作成を乱数発生させたモ

ンテカルロシミュレーションを行い、曝露量

の生起確率分布を求めた。曝露分布の 95％値

に相当する曝露量が TDI(耐容一日摂取量)に

一致するような濃度を、THMs 4 物質と

HAAs 3物質について算出した。 

4. 成人の潜在的な水道水摂取量の推定に関

する研究 

過去の研究におけるアンケート調査データを

利用して２種類の再解析を行った。１つはご

飯の摂取量を元に水道水由来でご飯に含まれ

る水分の推定、もう１つはこれまで「清涼飲

料水類」の分類として一緒に計算を行ってい

た、清涼飲料水（ジュース類）・牛乳・アルコ

ール飲料・その他飲料の項目の分割である。

これらの項目を分割したうえで水道水、ボト

ル水などとの相関解析を行うことで、各分類

項目の摂取量と水道水摂取量とが補完関係に

あるか否かについて検討を行った。 

5.水道汚染物質の亜急性評価値に関する研究 

日本の水質基準項目のうち、実験動物を用い

た毒性試験の結果を基に基準値が設定された

19項目について、食品安全委員会の評価書を

参考にして、亜急性評価値を求めた。 

本研究では、亜急性曝露に関する評価値を

亜急性参照用量 (Subacute RfD: saRfD)と呼

ぶこととした。saRfDは、ヒトがおよそ 1か

月間曝露した場合を想定し、非発がん影響に

関しては、90日間曝露試験及び生殖発生毒性

試験から無毒性量 (NOAEL)を求め、不確実

係数 (UF)を適用して saRfDを求めた。信頼

性の高い 90 日間暴露試験がない場合は、慢

性毒性試験の結果を採用した。UF は、種差

10、個人差 10 の他、NOAEL が求められな

い場合などは適宜追加の UFを適用した。遺

伝毒性発がん物質については 3 x 10-5発がん

リスクに相当する暴露レベル及び非発がん影

響に関する saRfD相当値を求め、より低い値

を saRfDとした。 

6. 有機リン系農薬の複合曝露評価に関する

研究 

水質管理目標設定項目の対象農薬のうち、有

機リン系殺虫剤、殺菌剤及び除草剤計 22物質

を対象として、コリンエステラーゼ (ChE)阻

害作用に関する情報を収集・整理した上で、

HI法及び RPF法による評価を行った。各物

質の曝露量については、平成 24年度の水道統

計データより、浄水場出口水の最高値を用い

た (http://www.jwwa.or.jp/mizu/pdf/ 

2012-b-02deg-01max.pdf)。濃度は、区分ごと

に記載されていたため、最高濃度が属する区

分の上限値を用いることした。例えば最高値

が 20～30の区分である場合は 30を用いた。 

7. 長鎖パーフルオロカルボン酸類の毒性発



  

現の違いに関する研究 

PFTeDA及び PFHxDAの反復投与毒性・生殖

発生毒性併合試験で採取した血清サンプル中

の PFCA濃度を測定した。 

標準物質および試薬 

PFCA 類： パーフルオロドデカン酸 (PFDoA)、

PFTeDA、PFHxDAおよびパーフルオロオクタデ

カ ン 酸  (PFOcDA) は Exfluor Research 

Corporationが合成したものを使用した。各 10mg

を採り、アセトンで 10mLとし、各溶液の 1mLをメ

スフラスコに採り、メタノールで 100倍に希釈した。

表 1 に示したその他の PFCA 類 (2mg/L メタノ

ール溶液 )はウェリントンラボオラトリー社

（PFC-MXA）から購入した。 

サロゲート溶液：パーフルオロオクタン酸の 2 重

水素体（PFOA-13C2、ウェリントンラボラトリー製、

MPFOA）10mgを採り、メタノールで 10mL とした。

その溶液 1mLをメスフラスコに採り、メタノールで

1000倍希釈し、1μg/mLの溶液を調製した。 

0.5M 硫酸水素テトラブチルアンモニウム（TBAS）

溶液：TBAS の試薬特級（和光純薬）17.0g を採

り、精製水で 80mL にし、水酸化ナトリウムで

pH10 とした後、全量を 100mL とした。 

0.25M炭酸ナトリウム：試薬特級（和光純薬）5.3g

を採り、精製水で全量を 200mLにした。 

メチルターシャリーブチルエーテル（MTBE）：水

質試験用（関東化学） 

酢酸アンモニウム：試薬特級（和光純薬） 

精製水：水道水を純水製造装置Elix UV5（ミリポ

ア製）で処理した。 

メタノール：残留農薬試験用（和光純薬） 

アセトニトリル：高速液体クロマトグラフィー用 

窒素ガス 

LC/MS/MS の分析条件 

本実験に用いたLC/MS/MSのLC部はAcquity 

SDS （ ウ ォ ー タ ー ズ 製 ） 、 MS/MS 部 は

Xevo-TQMS（ウォーターズ製）であった。LC 部

の分析条件はつぎのとおりであった。カラム：

BEH C18 （粒径 1.7μm、 2.1 x 50 mm）、移動

相：A 液 10mM 酢酸アンモニウム－CH3CN

（10:90）、B 液 10ｍM 酢酸アンモニウム。グラジ

エント分析の条件：A液40％で1分間保持し、10

分後に A 液 100％になるようにグラジエントをか

け、15 分まで保持し、15.01 分から 20 分まで A

液 40％とした。カラム温度：40℃、試料注入量：5

μL。MS/MS 部の分析条件はつぎのとおりであ

った。キャピラリー電圧：1.5kV、イオン源温度：

120℃、脱溶媒温度： 350℃、コーンガス：

0.15L/hr、脱溶媒ガス：650L/hr、検出器電圧：

650V。その他の分析条件は表 1 に示すとおりで

あった。 

分岐型 PFCA の測定も行った。逆相系 ODS

カラムを用いた場合、それら分岐鎖 PFCA の保

持時間は、直鎖 PFCA の保持時間より若干短く

なることが知られている。本研究においても、各

直鎖 PFCAのすぐ手前に、親イオン>娘イオンが

同じ複数のピークが認められた。分岐鎖の標準

品は入手できなかったため、直鎖 PFCsのピーク

面積に基づき分岐鎖 PFCAを定量した。 

試験溶液の調製 

血清200μLを共栓ガラス製スピッツに採り、サロ

ゲート溶液 1μg/mL をマイクロシリンジで 10μL

添加した。ついで、メタノール 400μL を加え、攪

はん後 5 分間放置し、除タンパクを行った。

TBAS（pH10）200μL および 0.25M 炭酸ナトリウ

ム 400μL を添加し、攪はん後 2 分間放置し、

PFCsとTBASのイオンペアを形成させた。さらに、

MTBE 約 2mL を添加し、ミキサーで 1 分間攪は

ん後、10℃、3500rpm で 10 分間遠心分離し、

MTBE 層を共栓ガラス製スピッツに分取した。再

度、MTBE 約 2mL をスピッツに加え、ミキサーで

1分間攪はん後、10℃、3500rpmで10分間遠心

分離し、MTBE 層を分取し、先の MTBE 層と合

わせた。MTBE 層を窒素気流下で乾固し、メタノ

ール 0.2mL を加え、充分に攪はんし、これを試

験溶液とした。 



  

反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験で、

投与に使用した被験物質内の PFCA 含量を調

べた。被験物質 10mg をアセトン 10ｍLに溶解し

たのち、その1mLを正確にとり、メタノールで100

倍希釈し、1mg/L 溶液を調製し、LC/MS/MS で

測定した。 

倫理面への配慮 

本研究では、ラットの血清中濃度を測定してい

るが、実験動物に対する動物愛護等を配慮し

て実施した過去の別研究で採取した試料を用

いているので、該当しない。 

 

C. 研究結果 

1. 突発的水質事故時等の対応のあり方に関す

る研究 

福島第一原子力発電所事故時における広報に

ついては、以下の通りである。平成23年3月23

日午前10時すぎ、前日に金町浄水場で採水し

た浄水から、乳児の飲料に関する暫定指標を超

える放射性ヨウ素の検出が確定した。東京都水

道局では直ちに検査結果を知事に報告し、協議

の結果、指標値を超えた水道水がお客様に届け

られるリスクを回避するため、速やかに公表す

ることになった。午後2時頃に東京都水道局浄

水部長と福祉保健局技監（医師）による共同記

者会見にて、23区及び多摩地区の一部の地域

で乳児の引用摂取を控える広報を行った。この

会見は生中継で行われ、放送直後から多くの問

い合わせが入ることとなり、電話対応は混乱を

極めた。同時期に原子力発電所事故の深刻な状

況が報道され、水道水のほかにも、食品、大気、

土壌等の放射能汚染についての問い合わせが

殺到していたことから、これらの問い合わせに

一括して対応するため、東京都災害対策本部と

して複数の部局が共同で「原発事故による食品

の放射能汚染に関する都民向け臨時相談窓口」

を設置した。顧客からの問い合わせ内容で多か

った内容としては、自宅の水道水がどこの浄水

場から来ているのか、妊婦への健康影響、家庭

での除去方法、があった。また、水道局として

は、問い合わせ対応用として、水質専門職が福

祉保健局と協力して健康影響についてのQ&A

を作成し、お客様センター、営業所に配布し周

知した。その後も東京都水道局では、この初め

ての事態に接し、厚生労働省、東京都福祉保健

局、また東京都災害対策本部を所管する東京都

総務局など関係各所と緊密に連携を取りなが

ら、対応に当たった。その他、当時の広報の状

況についての報告がなされた。 

ホルムアルデヒド事故においては、用水供給

事業体が取水停止、さらに結果的に送水停止を

余儀なくされ、受水団体が断水せざるを得なく

なった。この事態を受けて、用水供給事業体と

受水団体との情報共有が必要と考えられた。当

該事故後には、事故の状況や内容等に応じた情

報の伝達方法を精査して水質事故情報の基本

的な扱いを定めて現在に至っている。水源のリ

スク対策としては、近傍水道事業体からの融通、

中間調整池の整備、受水団体と共同の水質事故

訓練を継続的に実施することとした。 

さらに、受水団体に対して事故時の状況につ

いての聞き取り調査を行った結果を以下に示

す。人手が足りないこと、水道部局以外の組織

にも影響が及ぶこと、広報を含む住民とのコミ

ュニケーションが十分でなかったことの3点の

問題に集約されると考えられた。 

ホルムアルデヒド事故による送水停止、断水

への対応の問題点について： 

1. 職員数が必要となる 

1) 初期の混乱期と対応期間が長期化におけ

る職員不足 

2) 広報に多くの労力 

3) 情報共有の難しさ 

2. 水道部局だけでは対応出来ない 

1) 応援協定の発効に時間がかかった。体制

が機能していない部分があった。 



  

2) 水運用による応援の難しさ 

3) 休日、夜間でも対応出来る体制となって

いない 

3. 異常時対応における住民とのコミュニケー

ション 

1) 水道事業体が、減・断水が生死にかかわ

る施設や、損害の大きい施設を把握できてい

なかった 

2) 住民への事前通知ができていなかった。

住民の理解が十分には得られていなかった。 

 

「摂取制限を伴い給水継続を実施」の選択肢

を仮定した場合の対応については以下の通り

である。淀川を水源とする用水供給事業体（阪

神水道企業団）の例として、まず、取水停止・

再開の判断基準を検討した。これまでの判断基

準は「浄水処理により除去することが困難とな

った場合」に取水停止することとしており、具

体性に欠けるものとなっていた。その後、水安

全計画を策定する中で、水質危害の発生原因を

抽出し、管理措置を定めた。このことも含め、

取水停止の判断基準をより具体化した取水停

止・再開の判断基準を検討した。検討中の基準

を表2に示す。取水停止については、毒物、VOC、

油、海水流入、濁度、病原性微生物・クリプト

スポリジウム、かび臭物質の7項目について検

討中である。また、取水停止・再開の判断フロ

ーとしての検討例を図1に示す。取水停止期間

が長期化した場合は、構成市（受水団体）への

供給が停止するおそれがある。供給停止に至る

と飲料用水はもとより市民の生活や都市活動

が停滞することとなるため、影響が非常に大き

い。その一方で、前述したように水質基準を超

える水を供給した場合、最終的には施設の洗浄

や水替えが必要となることで影響時間が長く

なる可能性もあることから、短期間であれば供

給停止を選択した方が影響時間は短くなるこ

とも考えられる。取水再開においては、水運用

への影響や影響時間等を考慮しながら判断す

る必要がある。影響が長期間に及ぶ場合や構成

市からの取水再開の要請があった場合には、そ

の都度、取水再開を検討する。また、水質事故

時等の摂取制限実施時には、調整池等の水を応

急給水用水として確保しながら、生活用水を供

給することを考えている。阪神水道の応急給水

用に確保可能な貯留水量は、約50,000m3であ

り、1人1日2Lとした場合、構成市の給水人口

250万人に対して概ね10日分の飲用水の確保

が可能である。 

摂取制限方策が行われると仮定した際の住

民への広報については、報道機関に対する記者

発表、広報誌（月1回）、受水団体への周知（用

水供給事業体の場合）、メール、ホームページ、

テレビ、広報車、電話、FAXなどが挙げられた。 

応急給水方法に関連して、ある用水供給事業

体が受水団体（市町）の自己水の占有率を調査

したところ図2のようになった。占有率20%以

下の事業体が最も多く、自己水での給水可能時

間は4～8時間の配水所が多いことが一例とし

て示された。また、上水道事業者の応急給水手

法として、広域避難場所等へ仮設給水層を設置

する拠点給水と重要施設の貯水槽へ応急給水

車を使用する運搬給水の主に2通りが計画され

ていること、その他に災害時に自動的に弁が閉

まり、消火用、飲料用水として貯水機能を持た

せた耐震性貯水槽が区域内に30箇所程度設置

されていることが紹介された。 

摂取制限等を伴う給水継続対応時に適用で

きる保険について検討を行った。その結果、

水道賠償責任保険については、今回の事象の

一部に対応できるかもしれない。しかし、水

道賠償責任保険は、水道により供給した水に

よって生じた身体障害や財物損壊を対象とし

ており、法律上の損害賠償責任を負うことに

よって被る損害賠償金等の損失を保険金とし

て支払うものとしている。摂取制限等を伴う



  

給水継続は、法律上の損害賠償責任が、今の

ところ不明確なため、この保険で対応できる

かについては不明確である。摂取制限等を伴

う給水継続により法律上の損害賠償責任が無

くなるようになれば、水道賠償責任保険の必

要性が無くなることが考えられる。 

摂取制限等を伴う給水継続対応時に適用で

きる保険については、他事業体に応援を依頼

し、費用が発生した場合や緊急時の水質検査

費用等を想定し新たに作る必要がある。設定

にあたっては、水源水質事故はどこまでが水

道事業体の責任かが難しく、水安全計画を策

定することとなっており、策定していない事

業体は保険金が支払われない可能性があるの

で、法律上の責任等を考慮する必要がある。 

2. 海外における水質異常時や緊急事態への

対応に関する調査研究 

米国のウエストバージニア州において 2014

年 1月、4-メチルシクロヘキサンメタノール

(MCHM)という化学物質の河川への流出事

故が起きた。約 30 万人の住民に対して水道

水の”Do Not Use (DNU)”、トイレを流す用

途以外には水を使用しないこと、という指示

が出され、州知事とオバマ大統領による非常

事態宣言が発令されるに至った。MCHM に

は皮膚への刺激性や甘いにおいがあったこと

から、皮膚の炎症、発疹、吐き気などと言っ

た軽い症状ではあるものの健康被害も起きた

事例であった。表 3に 2014年の MCHM 流

出事故以降に米国で起きた特徴的な水質事故

の例を示す。上の３つの水質事故は影響人数

が 30 万人以上と大きな影響を与えたもので

ある。３つの水質事故に対する勧告の内容が

DNU、DND (Do Not Drink、飲料水・調理

用水への使用禁止)、BWA (Boil Water Alert、

煮沸勧告)とそれぞれ異なっている。これは汚

染の原因物質の性質によるリスクの違いに基

づいている。米国の場合、これらの決定は政

府が各州などに委任している安全飲料水法の

施行責任機関（以下、監督機関とする）と水

道事業体との協議のもとに行われる。法的な

根拠は、安全飲料水法中の（違反時）公衆通

知規則(Public Notification Rule)である。規

則違反時の通知として 3 階級(Tier1～3)があ

るが、その中で短期曝露により健康に深刻な

悪影響がでる可能性がある場合は第 1 級 

(Tier 1)の状況となり、状況を認識してから

24 時間以内に給水対象者に状況について通

知をすること、また、州の監督機関あるいは

環境保護庁(EPA)と協議を開始することが義

務づけられている。給水停止は考慮しない訳

ではなく、給水停止を選択した際に結果とし

て起こる、基本的な衛生状態を確保出来ない

こと、消火用水がなくなることなどのリスク

を考慮すると、特に大規模の水道システムで

は給水停止という選択は考えにくいというこ

とだと思われる。例えば、表 3の下 2つの事

故は油類の流出事故であるが、取水停止をし

た結果として一部地域で断水が起こった。こ

れらの事故は給水人口の小さい地域で起こっ

ている。意思決定には、断水時の応急給水措

置がそれほど困難ではないこと、また、油の

流出事故はその流出時間の推定ができ、油を

浄水場に取水してその復旧にかかる労力より

も、取水停止で油をやり過ごした方が結果と

して損失が少ないという判断が寄与している

可能性がある。 

MCHM 流出事故時の DNU 意思決定に至

る過程や事故に関する広報を中心に調査を行

った。この水質事故は大都市ではなく、給水

人口 30 万人の中規模都市地域で起きた。ま

た、水質規制値に含まれている物質ではなく、

そもそも物性も毒性もよくわからない物質で

あり、意思決定までの猶予も数時間しかない

ような状況であった。毒性自体は飲料水助言

値が 1ppmとそれほど大きな物質ではなかっ



  

たものの、においによる不快感や吐き気をも

たらすことや皮膚への刺激があるなど、特徴

のある物質だった。浄水場の中央ラボも廃止

してしまっており、外部ラボにサンプル分析

を依頼しなければならない状態だった。この

重大水質事故に対する緊急対応としての特徴

は以下のようにまとめることができる。 

・事故発生の認識から浄水場に汚染水が流入

するまでの数時間の間に、水道事業体と州の

健康・環境部局（監督機関）が連携して、化

学物質の物性、毒性、処理性などを含めた調

査をできる範囲で行った。 

・DNU の意思決定は水道事業体と州の監督

機関の協議の上で、州の監督機関によって決

定された。DNU 発表の際には、水道会社社

長、州知事、州国土安全保障局長による緊急

記者会見が行われた。その他広報手段として

は、インターネット、SNS、自動応答電話シ

ステム、郡の緊急警報システム、ラジオ、テ

レビの緊急バナーなどであった。ビラの配布

は行わなかった。 

・MCHM を含む流出が疑われた化学物質の

毒性評価は、州からの依頼をうけた CDC/ 

ATSDR（疾病予防管理センター/毒性物質疾

病登録局）が迅速に助言値として短期曝露ス

クリーニング値を評価し公表した。その際、

EPA など他の機関からのレビューも受けた。

訂正およびアップデートがある場合も公表を

行った。妊婦に対して追加助言を行った際は

住民の混乱を大きくした可能性があり、州公

衆衛生局と共同で FAQ を作成し、追加の広

報を行った。 

欧州においては、大きな事故として 1986

年にバーゼル市で発生した薬品倉庫火災によ

るライン川の汚染がある。しかしながら、そ

れ以外にライン川沿いのドイツ、オランダに

着目して水質事故事例の調査を行ったが、水

道分野で対応を要した具体的事例は見当たら

なかった。オランダでは水道原水の多くは地

下水系で、地表水は全体のわずか 16％（2008

年）である。またドイツでは地表水の多くは

バンクフィルトレーションもしくは浸透濾過

の後に取水しているため、水質が平準化され、

突発的な水源汚染に対するバッファー機能を

有している。以上より、オランダ、ドイツは

水源の突発的汚染による給水停止や利用制限

はそもそも生じにくいことが示唆された。 

一方、英国においては 1988 年のキャメル

フォード市の浄水場において大きな事故事例

があった。これは、凝集剤の硫酸アルミニウ

ム 20 トンを輸送トラック運転手が配水池に

誤投入した。基準値の 3000 倍を超す

620mg/L もの Al を含む水道水が給水され、

居住者 2万人と非居住者 1万人に影響したも

のである。このとき、水道会社 SWWA は事

故後 2日で薬品の誤投入を疑い、6日後には

事実を確認していた。しかし事故 16 日後ま

で事実を公表せず、誤投入した運転手に口止

めまでしていた。事態を把握していたにもか

かわらず、給水停止や異常周知を怠ったとし

て大規模な裁判に発展し、SWWAは罰金と住

民補償に莫大な支払いを余儀なくされた。当

該地区には、未だに事故水を飲んで健康被害

を受けたと信じている住民が多数おり、事故

の影響は深刻かつ長期にわたっている。人為

的な原因による水道水質事故では、水質事故

発生そのものよりも事故発生後の対応がその

後の事態を大きく左右することが示された。 

オーストラリアにおける水道水質管理の基

本となるものは、オーストラリア飲料水ガイ

ドラインである。オーストラリアの行政機関

は、連邦、州、地方自治体からなる。連邦は、

このガイドライン値に法的な遵守義務を水道

事業者にかけておらず、各州の法令で規定さ

れることによって、事実上遵守義務が発生し

ている。ガイドラインの基本的な考え方とし



  

て、工程管理のモニタリングによる短期的モ

ニタリング評価を重視しており、「検査頻度や

結果が出るまでの時間などから、飲用水水質

検査では、安全でない水の供給を防ぐことは

できず、飲用水水質検査は工程管理モニタリ

ングに取って代わることはできない」と明示

されている。州の事例としては、ニューサ

ウスウェールズ州を取り上げた。州保健省

は理化学項目超過時の対応について、衛生

飲料水モニタリングプログラム 2005 の中

で実施要綱を定めている。実施要綱による

と基準超過が発生した場合、まず、水道事

業者と衛生部局は、超過項目の濃度や原因

などから急性毒性があるかどうか判断し、

急性の健康影響がある場合は、水道事業者

は衛生部局や NSW 水局の指示のもと、是正

措置、広報、代替水の供給、調査監視等緊

急対応を実施する。“Do not drink”勧告

等の実施を決定する権限は、公衆衛生法上、

保健省の健康部局長に与えられているが、

各地方の衛生部局の長に委任されおり、そ

の指示のもと、水道事業者が勧告を交付す

ることとしている。緊急性がない場合は、

水道事業者は公衆衛生部局や水局と協議し

ながら更なる原因や影響調査を実施する。

評価のために、健康項目は年 12 回以上の測

定結果の 95 パーセンタイル値を、生活関連

項目は年 12 回以上の測定結果の平均値を

用いるとしている。 

WHO飲料水水質ガイドライン第 4版にお

いて、水質異常時および緊急事態における対

応の考え方は第 8章化学的観点の 8.7 化学物

質による水質問題や緊急事態に対応する際の

地域活動の特定、および第 4章水安全計画の

4.4 管路による給水システムの管理手順、を

中心に示されている。以下に重要なポイント

についてまとめる。これらの点を考慮にいれ

ながら水質異常時や緊急事態においての対応

を検討すべきである、とガイドラインは示し

ている。 

・推奨されるガイドライン値のほとんどは、

生涯を通しての耐容量に関する曝露レベルに

関係している。ガイドライン値を超えても

公衆衛生に影響を与えない量や期間という

ものは、個々の物質によって異なり、適正

な保健行政担当者が受容性の判断をする必

要がある。緊急事態では、公衆衛生官署が

適切な対応について助言すべきである。 

・化学汚染物質が飲料水供給に混入した場合、

第一の目標は水供給を必要以上に妨げること

なく、悪影響を最小限に抑えることである。

いかなる緊急事態においても、担当者間、特

に水供給事業者と衛生官署との良好なコミュ

ニケーションが重要である。衛生官署が最終

決定をすることが一般的であるが、最適な決

定を下すためには飲料水供給およびその性質

に対する知識が非常に重要である。 

・化学物質に対して迅速な意思決定が必要な

場合、短期間（たとえば数日間）について飲

料水に TDIの 100%を割り当てることは可能

である。発がんリスクから導出されたガイド

ライン値に関しては、短期曝露（数ヶ月から

1年）においては、ガイドライン値の 10倍ま

での濃度では推定がんリスクの増加はほんの

わずかである。 

・急性参照用量(ARfD)は 24 時間以内の摂取

では消費者に対して感知されるほどの健康リ

スクが認められない化学物質の量として定義

され、TDI設定に適用できる化学的概念のほ

とんどを同様に ARfD の設定に適用できる。

ARfDの 100%を飲料水に割り当てることで、

健康に基づく値を設定するために使うことが

できる。ただし、これら短期曝露による指標

を適用する際には、血液毒性、免疫毒性、急

性神経毒性、肝毒性、腎毒性、内分泌作用、

発達影響といった短期曝露と関連する毒性に



  

ついて注意することが重要である。また、感

受性の高い集団に対する検討は重要である。 

・水供給が途絶えると、公衆衛生に対するリ

スクを伴う。急性の短期曝露に対する健康に

基づく値は、そのような緊急事態に汚染物質

を含んだ水の供給するリスクと水を供給しな

いことのリスクのバランスを決定する際の助

けになる。 

・消費者の受容性は、水を飲料または調理に

使うべきか否かについて、消費者への助言を

決める際の最も重要な要素かもしれない。 

・煮沸勧告、水使用禁止勧告は、水供給事業

者は公衆衛生官署とともに手続きを作成すべ

きである。手続きは事故が起こる前に準備し、

水安全計画に組み込まれるべきである。事故

中に対応を策定することは、意思決定を複雑

にし、意思伝達に障害を来たし、公衆からの

信頼を損なう可能性がある。 

・水安全計画は、予測可能な事態および定義

されない緊急事態の両方に対応する計画も含

めるべきである。 

3. 経口曝露換算の総潜在用量、割当率および

間接飲水量の推定 

THMsについて、現行の水道水質基準値と本

研究で推定した総曝露量分布の 95%値が

TDIと一致する濃度は次のようになった。ク

ロロホルム：60µg/Lと 114µg/L、ブロモジク

ロロメタン：30µg/L と 52µg/L、ジブロモク

ロロメタン：100µg/Lと 138µg/L、ブロモホ

ルム 90µg/Lと 179µg/L。これらの評価から、

現行の水質基準値は水道水由来の高曝露を考

慮したとしても TDI を上回ることはなく健

康影響が懸念されないことが示された。曝露

量分布の 95%（高曝露群）と中央値（中曝露

群）、またそれらの内訳について、クロロホル

ムの結果を図 3に示す。高曝露群と中曝露群

の曝露量の違いは、飲水量の違いにも関係し

ているが、違いの多くは吸入曝露に関係して

いる。高曝露群と中曝露群では、曝露濃度が

異なっているためであり、高曝露群では換気

などが不十分なため室内空気の濃度が高いこ

とが推論されている。THMs全体について見

ると、中曝露群の水道水由来の吸入と経皮曝

露は 1.3 から 1.8 Leq/dayの仮想的な飲水す

なわち間接飲水量に相当している。高曝露群

では間接飲水量はさらに大きく、2.9 から 5.8 

Leq/day であった。このように多い間接飲水

量は水道水からの揮発経由の吸入曝露による。

間接飲水量に対する経皮曝露の寄与は低いと

推定された。 

HAAsについても同様に、高曝露群の曝露

量が TDI を下回るような濃度の最大値を求

めると、モノクロロ酢酸は 25.6µg/L、ジクロ

ロ酢酸は 118 µg/L、トリクロロ酢酸は 65.5 

µg/Lであった。モノクロロ酢酸の例を図 4に

示す。これらの値はそれぞれ、現行の水道水

質基準値または新基準値案の値よりも高かっ

た。高曝露群では TDIの 43から 70 %、中曝

露群でもTDIの 25から 35 %が食品摂取経由

の水道水由来であった。すなわち、水道水を

使い調理された食品の摂取がHAAsの大きな

曝露源になっていることを示唆している。吸

入や経皮曝露は大きな曝露源になってはいな

かった。 

THMsでは、揮発による室内空気を経由し

た間接摂取が大きな曝露ルートになっていた

が、HAAsでは食品を経由した間接摂取が大

きな曝露ルートになっていることが明らかと

なった。これは HAAsの親水性に関係してい

ると思われる。HAAsの間接飲水量は、中曝

露群で 1.2から 2.4 Leq/d、高曝露群で 2.0か

ら 4.7 Leq/dであった。 

4. 成人の潜在的な水道水摂取量の推定に関

する研究 

ご飯の摂取量から水道水由来でご飯に含まれ

る水分としては、日本食品標準成分表 2010



  

より穀物の精白米における水分が可食部

100gあたり 15.5g、めしの精白米における水

分は同 60.0g とされていることから、ご飯

100g あたりに含まれる水道水の量は 52.7g

と推定された。この割合と 2012 年夏のアン

ケート調査におけるご飯の 1日摂取量を元に、

ご飯から摂取する水道水由来の水は、算術平

均 141～153mL/day、メジアン 105～132 

mL/day、95%値は 316～325 mL/dayと計算

された（調査日は平日 2日と休日 1日）。 

また、これまで「清涼飲料水類」という分類に

おいて清涼飲料水（ジュースなど）、牛乳、ア

ルコール飲料、その他飲料の項目を全て合算し

て、かつ潜在的な飲料水として考慮してきたが、

その妥当性について検討を行った。それぞれの

項目を分離して、水道水やボトル水との相関分

析を行うことで、各項目の摂取量が水道水摂取

量と補完関係にあるかどうかを調べた結果、水

道水摂取量とボトル水、および清涼飲料水の間

に有意な負の相関が見られた。このことから、

水道水摂取量とボトル水、清涼飲料水は補完の

関係にあることが示された。一方、牛乳、アル

コール飲料、その他飲料については、正の相関

が見られる傾向があった。特に水道水関連の摂

取量の方を「水道直接摂取＋ボトル水＋清涼飲

料水」と定義した場合、牛乳、アルコール飲料、

その他飲料と正相関が全て有意となった。この

ことは、水道水の摂取量の多い人が牛乳、アル

コール飲料、その他飲料の摂取量も多くなって

いることを意味している。これはお互いを補完

する関係ではない。以上の検討により、潜在的

水道水摂取量（pTWI）を「水道水直接摂取」

＋「ボトル水」＋「清涼飲料水」＋「水道水間

接摂取（スープとご飯中から摂取する水道水）」

とできることが示された。 

5.水道汚染物質の亜急性評価値に関する研究 

① シアン化物イオン及び塩化シアン 

B6C3F1 マウスにシアン化ナトリウムを 13

週間飲水投与した結果、300 ppm投与群の雌

に体重減少、同投与群の雄には左精巣上体及

び精巣上体尾部の絶対重量の低下が認められ

たことが報告されている。NOAEL は 100 

ppm (シアンイオンとして 8.6 mg/kg/day)と

判断された。F344/N ラットを用いたシアン

化ナトリウムの 13 週間飲水投与試験では、

300 ppm 投与群の雄に尿量の減少及び尿比

重の増加が認められた。さらに、雄では、300 

ppm投与群において、左精巣上体及び精巣の

絶対重量の低下や精巣あたりの精子数の減少

がみられ、NOAELは 100 ppm (シアンイオ

ンとして 4.5 mg/kg/day)と考えられる。 

ヒトにおけるシアン化物の平均致死量は

1.52 mg/kgであり、呼吸困難、消化器障害、

振戦、昏睡、代謝性アシドーシス等の急性症

状が報告されている摂取量は 0.57~229 

mg/kg (シアンイオンとして)である。上述の

ラットの 13 週間試験から求められた

NOAEL 4.5 mg/kg/dayを UF100で割ると、

45 μg/kg/dayとなるが、ヒトにおける急性毒

性用量を考慮すると、この値をシアン化物イ

オン及び塩化シアンの saRfD とすることは

適切ではないと考えられる。 

② 四塩化炭素 

雄の SDラットに 12週間 (週 5日)強制経口

投与した試験 (溶媒：コーンオイル)では、33 

mg/kg 投与群において、SDH、GPT、OCT

等の血清酵素の増加や肝臓の病理組織学的変

化が見られたことが報告されている。この試

験では、10 mg/kg 投与群においても、SDH

及び GPT の増加がみられ、肝臓では軽度の

小葉中心空胞変性が観察された。1 mg/kg 

(0.71 mg/kg/day)投与群では有害な影響は観

察されなかった。 

その他に、CD-1マウス(雌雄)を用いた 2種

の 90 日間強制経口投与試験の報告がある。

12 ~ 1200 mg/kg/dayの用量で連続投与した



  

試験では、すべての投与群で肝臓の病理組織

学的変化や血清酵素の増加などが認められた。

1.2 ~ 120 mg/kgの四塩化炭素をコーンオイ

ルもしくは 1%polysorbate60 水懸濁液に溶

解させ、週 5日投与した試験では、コーンオ

イルを溶媒とした、12 mg/kg以上の投与群及

び 1%polysorbate60 水懸濁液を溶媒とした、

120 mg/kg 投与群で血清中 ALT、AST 及び

LDH 活性が増加し、壊死や脂肪変性などの

肝細胞の変化が観察された。NOAEL は 1.2 

mg/kg (0.86 mg/kg/day)と判断された。 

最も低い NOAEL 0.71 mg/kg/day を

UF100で割り、saRfDは 7.1 μg/kg/dayと算

出された。 

③ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス

-1,2-ジクロロエチレン 

シス体に関しては、SDラットを用いた 90日

間強制経口投与試験、トランス体に関しては、

Sprague-Dawley ラット及び CD-1 マウスを

用いた 90 日間飲水投与試験及び F344/N ラ

ット及び B6C3F1マウスを用いた 14週間混

餌投与試験の報告がある。トランス体は、シ

ス体よりも低用量で毒性を示し、また、1,2-

ジクロロエチレンの毒性に対するマウスの感

受性は、ラットよりも高いことが知られてい

ることから、基準値と同様にトランス体に関

するマウスの反復投与試験をもとに saRfD

を求めることとした。 

14週間混餌投与試験では、1830 mg/kg/day

以上の投与群で体重への影響が認められたも

のの、その他に変化は見られず、NOAEL は

915 mg/kg/dayと考えられた。一方、90日間

飲水投与試験では、用量相関性は明確ではな

いものの、175 mg/kg/day以上の投与群の雄

で、血清 ALP活性が有意に増加し、NOAEL

は 17 mg/kg/dayと判断された。 

最も低い NOAEL 17 mg/kg/dayを UF100

で割り、saRfDは 170 μg/kg/dayと算出され

た。 

④ ジクロロメタン 

B6C3F1 マウス及び F344 ラットを用いた 3

か月間飲水投与試験が報告されている。マウ

スでは、586 mg/kg/day以上の投与群で肝臓

に脂肪変性が観察され、NOAEL は 226 

mg/kg/dayと判断された。一方、ラットでは、

166 mg/kg/day以上のすべての投与群で、肝

細胞空胞形成、ALT上昇、尿 pHの低下など

が認められ、NOAEL は求められなかった。

最低用量群では、10/15 例の雄及び 13/15 例

の雌で肝細胞空胞化が見られており、この値

を POD とするのは不適切と考えられたこと

から、慢性毒性試験を基に saRfDを設定する

こととした。 

B6C3F1マウスの 104週間飲水投与試験で

は、234-238 mg/kg/day投与群で肝細胞の脂

肪変性が認められ、NOAEL は 172-177 

mg/kg/day と判断された。F344 ラットを用

いた 104 週間飲水投与試験では、52-58 

mg/kg/day以上の投与群で赤血球数及びヘモ

グロビン濃度の増加がみられ、肝臓では変異

肝細胞巣が観察されたことから、NOAEL は

6 mg/kg/dayと考えられた。この NOAEL 6 

mg/kg/day を UF100 で割り、saRfD は 60 

μg/kg/dayと算出された。 

⑤クロロ酢酸 

B6C3F1 マウスの 13 週間強制経口投与試験

では、200 mg/kg/day投与群で死亡率の増加、

体重減少、肝細胞の空胞変性などが認められ

た。さらに、150 mg/kg/day以上の投与群に

おいて、コリンエステラーゼ値の減少がみら

れ、NOAELは 100 mg/kg/dayと判断された。

F344ラットの 13週間強制経口投与試験では、

42.9 mg/kg/day以上の投与群で、死亡率の増

加、心臓の単核性炎症細胞の集積及び筋原線

維の変性、ALT 及び AST の増加等が認みら

れ、21.4 mg/kg/day以上のすべての投与群で



  

血清コリンエステラーゼ活性の低下が認めら

れた。SD ラットを用いたクロロ酢酸ナトリ

ウムの 90 日間強制経口投与試験では、60 

mg/kg/day投与群において、慢性腎症や脾臓

の色素沈着の増加が観察され、最低用量群に

おいても血中クレアチニン、ALP、BUN の

増加などが認められた。この試験の最小毒性

量 (LOAEL)は 15 mg/kg/day (クロロ酢酸と

して 12 mg/kg/day)と考えられる。 

最も低い LOAEL 12 mg/kg/dayを用いて

saRfD を 算出した。この LOAEL 12 

mg/kg/dayで観察された変化は軽微かつ病理

組織学変化や臓器重量の変化を伴うものでは

ないことから、UFは 300とすることが適切

と考えられる。従って、saRfDは 40 μg/kg/day

と算出された。 

⑥クロロホルム 

雄のB6C3F1マウスに 4日間強制経口投与し

た試験では、34 mg/kg/day以上のすべての投

与群で肝細胞腫大、空胞化や尿細管壊死など

が観察された。3 週間(週 5 日)強制経口投与

した試験では、64 mg/kg/day以上の投与群で

同様の変化が認められたものの、 24 

mg/kg/day投与群では毒性影響は見られなか

った。雌の B6C3F1マウスに 4日間または 3

週間(週 5 日)強制経口投与した試験では、

24-34 mg/kg/day以上の投与群で肝細胞の好

酸性増加や空胞変性が観察されたが、7.1-10 

mg/kg/day投与群では毒性影響は見られなか

った。雌の B6C3F1マウスに 4日間飲水投与

した試験では、54 mg/kg/day以上の投与群で

肝細胞の好酸性増加がみられたが、 26 

mg/kg/day以下の投与群では肝臓の病理変化

は見られなかった。雌の B6C3F1 マウスに

16～329 mg/kg/dayの用量で 3週間飲水投与

した試験では肝臓の病理変化は見られなかっ

た。CD-1マウス (雌雄)の 90日間強制経口投

与試験では、50 mg/kg/day以上のすべての投

与群で肝臓重量の増加、125 mg/kg/day以上

の投与群で肝ミクロソーム活性低下及びヘキ

ソバルビタール誘起麻酔時間増加、250 

mg/kg/day投与群で血中グルコース増加、体

液性もしくは細胞性免疫の低下が見られた。 

雌の F344ラットに 4日間または 3週間(週

5 日 )強制経口投与した試験では 24-34 

mg/kg/day 以上の投与群で嗅粘膜の病変、

71-100 mg/kg/day 以上の投与群で肝臓の退

行性変化、肝細胞増殖増加及び尿細管上皮細

胞の再生性増殖の増加、143-200 mg/kg/day

以上の投与群で腎皮質尿細管の変性及び壊死

が観察された。雄の F344ラットに 4日間強

制経口投与した試験では、34 mg/kg/day以上

の投与群で、腎尿細管の変性および肝臓の類

洞内への白血球停滞、90 mg/kg/day以上の投

与群で、肝細胞中心部の退色及び壊死等が認

められた。10 mg/kg/day投与群では毒性影響

は見られなかった。雄の F344ラットに 3週

間(週 5 日)強制経口投与した試験では、129 

mg/kg/day投与群で腎尿細管の変性、肝細胞

の単細胞壊死、好酸性化、空胞変性等が認め

られたが、64 mg/kg/day以下の投与群ではこ

れらの変化はみとめられなかった。 

CD-1 マウスに強制経口投与した連続繁殖

試験では、41.2 mg/kg/day投与群で F1雌動

物に肝毒性を示唆する病理組織学的変化が観

察されたが、15.9 mg/kg/day投与群では毒性

所見は見られなかった。受胎能または生殖に

関する有意な影響は見られなかった。 

クロロホルムの亜急性毒性に関するこれら

の結果は、短期暴露でも慢性暴露と同程度も

しくはそれ以上の影響が出ることを示唆して

いる。最も低い NOAELは雌マウスに 3週間

経口投与した試験から得られた 7.1 

mg/kg/day である。この値に UF100 を適用

し、saRfDは 71 μg/kg/dayと算出された。 

⑦ブロモジクロロメタン 



  

B6C3F1 マウスの 13 週間強制経口投与試験

では、143 mg/kg/day投与群の雌に肝細胞変

性、71.4 mg/kg/day投与群の雄には腎の近位

尿細管上皮の壊死及びネフローゼが観察され

た。35.7 mg/kg/day投与群では毒性影響は見

られなかった。F344/Nラットの 13週間強制

経口投与試験では、214 mg/kg/day投与群で、

死亡率が増加し、肝細胞変性や腎臓の変性・

壊死が観察された。107 mg/kg/day以上の投

与群では、体重が低下し、NOAEL は 53.6 

mg/kg/dayと判断された。 

F344ラットに 52週間飲水投与し、生殖機

能への影響を調べた試験では、39 mg/kg/day

投与群で精巣上体尾部における精子の直線、

平均軌道及び曲線での平均速度の低下がみら

れた。22 mg/kg/day投与群では、毒性影響は

見られなかった。Sprague-Dawley ラットの

2 世代連続飲水投与試験では、すべての投与

群で飲水量が減少し、11.6~48.8 mg/kg/day

以上の投与群では、死亡、鼻漏、体重増加抑

制、亀頭包皮分離の遅延などが認められた。

さらに、29.5~138.6 mg/kg/day投与群では、

軟便、膣開口の遅れ、離乳時の脳、脾臓等の

重量低下が観察された。NOAELは 4.1~15.8 

mg/kg/dayと判断された。 

F344ラットの妊娠 6-15日に強制経口投与

した試験では、50 mg/kg/day以上の投与群で

全腹児吸収が認められ、NOAEL は 25 

mg/kg/day と考えられる。Sprague-Dawley

ラットの妊娠 6-21 日に飲水投与した発生毒

性試験では、すべての投与群で飲水量が減少

し、45 mg/kg/day以上の投与群で体重増加抑

制が見られた。82 mg/kg/day投与群では児の

指骨及び後肢の中足骨と指骨の骨化の遅延が

認められたが、極軽度かつ可逆的な変化であ

ることから、母毒性による二次的な変化と考

えられた。NOAELは 18.4 mg/kg/dayと判断

された。New Zealand While ウサギの妊娠

6-29 日に飲水投与した試験では、 35.6 

mg/kg/day以上の投与群で母動物の体重増加

抑制が見られたが、13.4 mg/kg/day投与群で

は毒性影響はみられなかった。胎児への影響

はみられなかった。 

最も低い NOAEL 4.1 mg/kg/dayに UFは

100を適用して、saRfDは 41 μg/kg/dayと算

出された。 

⑧ジブロモクロロメタン 

B6C3F1 マウスの 90 日間強制経口投与試験

では、178.6 mg/kg/day投与群で腎尿細管の

変性又は石灰化、肝臓では壊死及び空胞化が

認められた。89.3 mg/kg/day以下の投与群で

は毒性影響はみられなかった。F344/N ラッ

トの 90 日間強制経口投与試験では、178.6 

mg/kg/day 投与群で生存率及び体重の低下、

腎尿細管細胞変性、肝小葉中心性壊死が観察

され、42.9 mg/kg/day投与群では肝細胞の脂

肪 変性が増 加した。 NOAEL は 21.4 

mg/kg/day と判断された。Sprague-Dawley

ラットに 90日間強制経口投与した試験では、

50 mg/kg/day 以上のすべての投与群で肝細

胞脂肪変性や腎尿細管細胞変性が認められた。 

ICRマウスに飲水投与した多世代生殖試験

では、最低用量群 (17 mg/kg/day)で観察され

た変化は、F2世代の児重量の軽微な低下のみ

であった。171 mg/kg/day以上の投与群では、

体重低値、肝臓の病理組織学変化、同腹児数、

児の生存率及び体重低下などがみられた。

685 mg/kg/day投与群では、さらに、受胎率、

妊娠率、生存率の低下も認められた。NOAEL

は 17 mg/kg/dayと考えられる。 

以上の結果から、最も低い NOAEL17 

mg/kg/day に UF100 を適用して、saRfD は

170 μg/kg/dayと算出された。 

⑨トリクロロ酢酸 

亜急性/亜慢性毒性に関する信頼性の高い報

告は、雄の SD ラットを用いた 90 日間飲水



  

投与試験のみであった。この試験では、5.0 

g/L (355 mg/kg/day)投与群で、体重増加抑制、

肝臓及び腎臓の相対重量増加、肝細胞腫大、

肝臓へのグリコーゲン蓄積などが認められ、

NOAELは 36.5 mg/kg/dayと判断された。雌

ラットを用いた信頼性の高い亜急性/亜慢性

試験の報告がないことから、慢性毒性試験の

結果を基に saRfD を算出することとした。

B6C3F1マウスを用いた 104週間飲水投与試

験ではすべての投与群で肝臓の変異細胞巣発

生頻度の増加が認められ、LOAEL は 6 

mg/kg/dayと考えられた。なお、ラットを用

いた複数の発生毒性試験の報告があり、胎児

への影響が認められているが、いずれも母動

物への影響が認められる高用量での影響であ

り、200 mg/kg/day以下の用量での影響につ

いては報告がない。 

慢性毒性に関するLOAEL 6 mg/kg/dayに

UF 1000 を適用して、saRfD は 6μg/kg/day

と算出された。 

⑩ブロモホルム 

B6C3F1 マウスの 13 週間強制経口投与試験

では、143 mg/kg/day投与群の雄に肝細胞空

胞 形成が観 察され、 NOAEL は 71.4 

mg/kg/day と判断された。F344/N ラットの

13 週間強制経口投与試験では、 35.7 

mg/kg/day投与群の雄で肝細胞空胞形成が有

意に増加したことから、NOAEL は 17.9 

mg/kg/dayと判断された。 

CD-1 マウスに 105 日間強制経口投与した

試験では、最高用量群 (200 mg/kg/day)でも、

受精(胎)能や生殖への影響はみられなかった。 

以 上 か ら 、 最 も 低 い NOAEL 17.9 

mg/kg/day に UF100 を適用して saRfD は

179 μg/kg/dayと算出された。 

⑪ホルムアルデヒド 

Sprague-Dawleyラットの 90日間飲水投与

試験では、100 mg/kg/day以上の投与群で体

重増加抑制が認められ、NOAELは 50 

mg/kg/dayと考えられた。ビーグル犬の 90

日間混餌投与試験では、100 mg/kg/day投与

群で体重増加抑制がみられ、NOAELは 75 

mg/kg/dayと判断された。いずれの試験にお

いても血液学的変化および病理組織学的変化

は見られなかった。 

生殖毒性に関しては、雄のWistarラット

に単回投与した試験において、200 mg/kg投

与群で精子頭部異常が観察された。100 

mg/kg投与群ではこのような影響は見られな

かった。CD-1マウスの妊娠 6～15日に経口

投与した発生毒性試験では、148 mg/kg/day

投与群で 1/35例、185 mg/kg/day投与群では

22/34例の母動物が死亡した。催奇形性は認

められなかった。NOAELは 74 mg/kg/day

と考えられる。 

ラットの 90日間飲水投与試験の結果から

求められた NOAEL 50 mg/kg/dayに UF100

を適用して saRfDは 500 ug/kg/dayと算出さ

れた。 

⑫ホウ素及びその化合物 

ラットを用いた発生毒性試験を基に基準値が

設定されており、この試験の結果をもとに

saRfD を算出することが適切と考えられる。

この試験では、SD ラットの妊娠 0～20 日に

ホウ酸を混餌投与した結果、 12.9 mg 

B/kg/day以上の投与群で、胎児の体重減少と

第 13 肋骨の短縮及び波状肋骨の発生頻度の

増加がみられ、NOAELは 9.6 mg B/kg/day

と判断された。この値に、UF100 を適用し、

saRfDは 96 ug/kg/dayと算出された。 

⑬トリクロロエチレン 

基準値は、ラットの生殖発生毒性試験の結果

を基に求められており、この試験の結果を基

に saRfD を求めることが適切と考えられる。

この試験では、Sprague-Dawley ラットの交

配前 2か月間及び妊娠期間中(20日間)に飲水



  

投与した結果、母動物への毒性影響は認めら

れなかったが、0.18 mg/kg/day以上の投与群

で、胎児の心臓欠陥が増加した。このデータ

から求められたベンチマークドーズの 95％

信頼限界下限値(BMDL10) 0.146 mg/kg/day

にUF100を適用し、saRfDは 1.46 ug/kg/day

と算出された。 

⑭ 塩素酸 

基準値は、ラットを用いた 90 日間飲水投与

試験の結果をもとに算出されている。この試

験結果を基に saRfD を算出することが適切

と 考 え ら れ た 。 こ の 試 験 で は 、

Sprague-Dawley ラットに塩素酸ナトリウム

を 3 か月間飲水投与した結果、510-800 

mg/kg/day投与群で著しい体重増加抑制が認

められ、ヘマトクリット値、赤血球及び白血

球数の減少、腎臓、肝臓、副腎、胸腺等の相

対重量や脳下垂体前葉細胞の細胞質の空胞化

が観察された。100-164 mg/kg/day以上の投

与群では、甲状腺のコロイド枯渇が増加した。

この試験の結果から求められた NOAEL 30 

mg/kg/dayにUF100を適用し、saRfDは 300 

μg/kg/dayと算出された。 

⑮ ベンゼン 

ヒトに対して発がん性を示すことが明らかと

なっており、その発生メカニズムには遺伝毒

性が関与すると考えられている。ベンゼンの

基準値は、職業暴露に関する疫学研究におけ

る白血病データを基に算出された VSD 0.4 

μg/kg/dayから求められている。 

ベンゼンの亜急性毒性に関しては以下のデ

ータが報告されている。B6C3F1マウスの 17

週間強制経口投与試験では、35.7 mg/kg/day

以上の投与群で白血球及びリンパ球の減少が

みられ、NOAELは 17.9 mg/kg/dayと考えら

れた。F344ラットの 17週間強制経口投与試

験では、すべての投与群 (最低用量: 17.9 

mg/kg/day)で白血球及びリンパ球の減少が

認められた。 

発生毒性に関しては、Sprague-Dawley ラ

ットの妊娠 6-15 日に強制経口投与した試験

において、500 mg/kg/day以上の母毒性用量

において胎児体重の低下が認められた。 

亜急性毒性に関して最も低い LOAEL 17.9 

mg/kg/day に UF 1000 を適用すると 18 

μg/kg/dayとなるが、発がん性の 3 x 10 -5 リ

スク相当値 (1.2 μg/kg/day)の方がより低い

値となるため、saRfDは 1.2 μg/kg/dayとな

った。 

⑯ジクロロ酢酸 

基準値は 0.04 mg/L であるが、2013 年の食

品安全委員会の評価結果に基づき、0.03 

mg/L に強化される予定である。食品安全委

員会の評価の概要は以下のとおりである。 

ジクロロ酢酸はマウス及びラットの肝臓

に発がん性を示すことが報告されているが、

発がん性に対する遺伝毒性の関与は不確実と

考えられることから、発がん性の評価につい

ては、TDIの算出に併せて数理モデルによる

発がんリスク評価を実施した。最も低い用量

で発がん影響が認められたマウスの 90～100

週間慢性毒性試験で観察された肝細胞癌又は

肝細胞腺腫の発生頻度について BMD解析を

実施したところ、BMDL10は 12.9 mg/kg/day

となった。この値に UF1000 を適用すると 

12.9 μg/kg/dayとなる。一方、この BMDL10

を POD として、直線外挿を行うことにより

算出した VSD (リスクレベル 10-5)は 1.3 

ug/kg/day となる。非発がん性に関しては、

イヌの 90 日間経口投与試験の結果から求め

られた LOAEL 12.5 mg/kg/day に UF1000

を適用して、12.5 μg/kg/dayという値が得ら

れた。 

ジクロロ酢酸の saRfD は、上述のマウス

の 90～100週間慢性毒性試験の結果から、3.9 

μg/kg/day (リスクレベル 3ｘ10-5相当値)と算



  

出された。 

⑰臭素酸 

ラットを用いた試験において発がん性を示し、

その発がん性には遺伝毒性が関与すると考え

られる。臭素酸の基準値は、ラットを用いた

臭素酸カリウムの 100週間飲水投与試験にお

ける精巣中皮種のデータを基に算出された

VSD (リスクレベル 10-5) 0.357 μg/kg/dayか

ら求められている。 

亜急性毒性に関しては、F344 ラットに臭

素酸カリウムを 13 週間飲水投与した試験に

おいて、 2.5 g/L (臭素酸として 270 

mg/kg/day)以上の投与群のすべての動物が

死亡したことが報告されている。この試験で

は、0.6 g/L (63 mg/kg/day)以上の投与群では、

体重増加抑制や肝及び腎毒性を示す血清パラ

メータの上昇が観察された。0.3 g/L (32 

mg/kg/day)以下の投与群では毒性所見は認

められなかったものの、臭素酸 63 mg/kg/day

より低い用量で有害影響を示すか判定するた

めのデータは十分に示されていない。臭素酸

の非発がん性に関する最も低い NOAEL は、

F344 ラットの 100 週間飲水投与試験におい

て腎の尿路上皮過形成が観察されたことに基

づき、1.1 mg/kg/dayと判断されている 

Sprague-Dawley ラットに臭素酸ナトリ

ウムを飲水投与した生殖発生毒性試験 (交配

前から妊娠期間中投与)では、0.25 g/L (臭素

酸として 22 mg/kg/day)投与群で精巣上体の

精子密度の減少がみられ、NOAEL は 0.08 

g/L (7.7 mg/kg/day)と判断された。 

ジクロロ酢酸の saRfD は、上述のラット

の 100 週間慢性毒性試験の結果から、1.1 

μg/kg/day (リスクレベル 3ｘ10-5相当値)と算

出された。 

⑱ 1,4-ジオキサン 

ラット及びマウスの飲水投与試験において、

肝細胞腺腫及びがんの発生率が増加したこと

が報告されている。1,4-ジオキサンは弱い遺

伝毒性しか示さないが、多臓器腫瘍を誘発す

ることから、その基準値はラットの 104週間

飲水投与試験で観察された肝細胞腫瘍の増加

に基づき閾値なしのアプローチにより算定さ

れた (VSD 0.054 mg/L)。 

亜急性毒性に関しては、SD ラットの雄に

11 週間飲水投与した結果、1000 mg/kg/day

投与群で肝臓の相対重量の増加及び肝臓病変

が認められたことが報告されている。これら

の変化は 10 mg/kg/day 投与群では認められ

なかった。また、F344ラットの 13週間飲水

投与試験では、 1600 ppm (150～ 200 

mg/kg/day)以上の投与群で鼻腔の呼吸上皮

細胞の核肥大が増加し、肝細胞腫脹が観察さ

れた。さらに、4000 ppm以上の投与群では、

鼻腔嗅上皮細胞核肥大が増加した。NOAEL

は 640 ppm (60 mg/kg/day)と考えられる。

Crj:BDF1マウスの13週間飲水投与試験では、

1600 ppm (410 mg/kg/day)以上の投与群で

気管支上皮細胞の核肥大が観察され、さらに

4000 ppm 以上の投与群では肝細胞腫脹が

認められた。NOAEL は 640 ppm (170 

mg/kg/day)と考えられる。 

SD ラットの妊娠 6～15 日に強制経口投与

した試験では、1033 mg/kg/day 投与群で、

摂餌量低下等の母動物への影響がみられ、胎

児の体重減少及び胸骨分節の骨化遅延が観察

された。NOAELは 516 mg/kg/dayと考えら

れる。 

1,4-ジオキサンの saRfD は、上述の 104

週間飲水投与試験の結果から、 6.48 

μg/kg/day (リスクレベル 3ｘ10-5 相当値 : 

0.162 mg/L)と算出された。 

⑲ 亜硝酸態窒素 

基準値はWistarラットを用いた 13週間飲水

投与試験の結果を基に求められている。

NOAEL の根拠である副腎皮質球状帯の肥大



  

は自然発生性の変化であり、より長期の試験

では観察されていないことから、追加の UF

は適用されていない。従って、saRfDは TDI 

(15 μg/kg/day)と同じ値とすることが適当と

考えられる。 

6. 有機リン系農薬の複合曝露評価に関する研

究 

1) Hazard index (HI)法による評価 

HI法による評価結果を表4に示す。HIは0.915

と算出された。 

2) Relative Potency Factor (RPF)法による評価 

有機リン系農薬 22 物質の ChE 阻害作用につ

いて情報を収集した結果、イソキサチオンに

関する報告は、ビーグル犬に単回経口投与し

た試験のみであった。この試験ではフェンチ

オンの投与も行われており、イソキサチオン

投与群とフェンチオン投与群では同程度の作

用が認められた。フェンチオンは EPAの複合

暴露評価の対象物質であり、信頼性の高いデ

ータの報告があることから、フェンチオンを

インデックス物質とすることが適切と考えら

れた。 

毒性情報の量は物質によって大きく異なる

ことから、22物質すべてについて同じ指標を

基に RPFを求めることは困難である。そこで、

物質毎に最も適切な指標値を選択し、フェン

チオンに関しても同等の指標値を求めた上で

毒性強度を比較し RPF を算出することとし

た。対象とする試験、動物種やエンドポイン

トは、下記の方法で選択した。 

・エンドポイント：脳の ChE 阻害作用は、

有機リン系農薬の毒性メカニズムの直接の

測定手段であり、血中 ChEデータを用いる

際の不確実性がない。従って、エンドポイ

ントは脳の ChE活性値の低下とし、データ

がない場合には赤血球及び血漿ChE阻害作

用を対象とすることとした。 

・動物種： ChE 阻害作用に関する最も広範

なデータを入手することができたため、ラ

ットを用いた試験の結果を優先的に用いる

こととした。一部の有機リン系農薬の ChE

阻害作用に対しては雌ラットの方が高い感

受性を示すことから、雌ラットのデータを

用いることとした。 

・毒性試験： 有機リン系農薬による ChE阻害

作用は、およそ 3～4週間で定常状態に達し、

それ以上曝露を継続しても ChE 阻害作用は

増大しないことから、曝露期間が 21日間以上

の試験を選択することとした。 

・指標値： BMD10 ＞ ED50 ＞ NOAEL 

各物質の RPFの算出方法を以下に示す。 

① フェンチオン 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAでは、雌ラットの脳の ChE阻害作

用に関する BMD10 = 0.24 mg/kg/day を基に

RPFが算出されている。試験法や分析法など

について評価を行い、選択された信頼性の高

い試験結果をもとに BMD10 が算出されてい

ることから、EPAの複合暴露評価の対象とな

っている農薬に関しては、EPAによって算出

された BMD10をそのまま用いて RPF を算出

することとした。 

② イソキサチオン 

ChE 阻害作用に関する報告は、4 種の有機リ

ン系化合物をビーグル犬に単回経口投与して、

赤血球及び血清中の ChE 活性の変化を調べ

た試験のみであった。この試験では、75 mg/kg

のイソキサチオンと 220 mg/kgのフェンチオ

ンを投与した群で概ね類似した変化が見られ

ていることから、投与量の比 2.93 を RPF と

することとした。 

③ ダイアジノン 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 6.24 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 



  

mg/kg/day と比較し、ダイアジノンの RPF は

0.038と算出された。 

④ フェニトロチオン (MEP) 

ラットに混餌投与した多くの試験が実施され

ており、投与終了後の血漿、血球及び脳の ChE

活性値が報告されている。活性値は平均値の

みの報告で、標準偏差もしくは個別データの

報告はなかったことから、ED50を求めて比較

することとした。雌ラットの脳の ChE阻害作

用に関する ED50は 3.33~6.60 mg/kg/day とな

り、その平均値は 4.61 mg/kg/dayとなった。

インデックス物質であるフェンチオンの脳

ChE 阻害作用に関しては、ラットの 98 日間

試験及び 2 年間試験の結果から求めた ED50

の平均値は 2.17 mg/kg/dayとなったことから、

フェニトロチオンの RPF は 0.471 (2.17÷

4.61)となった。 

⑤ ジクロルボス (DDVP) 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 2.35 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、ジクロルボスの RPF は

0.102と算出された。 

⑥ イプロベンホス (IBP) 

雌ラットの脳 ChE活性への作用については 3

つの報告があった。2つの 13週間試験では脳

の ChE 活性の有意な低下は見られなかった。

24 か月間試験では脳 ChE 阻害作用が認めら

れたもの、未公表データであり BMD10や ED50

を算出するためのデータは得られなかった。

24か月試験の NOAEL 4.35 mg/kg/dayをフェ

ンチオンの 98 日間試験の結果から得られた

NOAEL 0.17 mg/kg/day と比較して、RPF は

0.039と算出された。 

⑦ EPN 

雌ラットの脳 ChE 活性への作用に関しては、

混餌投与による 13 週間試験、26 週間試験及

び 104週間試験が報告されている。有意差が

認められた群についてのみChE活性値 (対照

群を 100とした時の値)が公表されており、13

週間試験及び 104 週間試験については ED50 

(それぞれ 9.96 mg/kg/day及び 5.11 mg/kg/day)

を算出することができた。二つの値の平均値 

7.53 mg/kg/day をフェンチオンの ED50 (2.17 

mg/kg/day)と比較した結果、EPN の RPF は、

0.288 mg/kg/dayとなった。 

⑧ アセフェート 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 0.99 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、アセフェートの RPF は

0.242と算出された。 

⑨ クロルピリホス 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 1.48 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、クロルピリホスの RPF

は 0.162と算出された。 

⑩ トリクロルホン 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 31.74 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、トリクロルホンの RPF

は 0.008と算出された。 

⑪ ピリダフェンチオン 

ラットを用いた13週間及び104週間混餌投与

試験が実施されているものの、その方法及び

結果について詳細な情報を得ることはできな

かった。どちらの試験においても、最高用量

群において脳の ChE活性の低下が見られ、脳

の ChE阻害作用に関するNOAELはそれぞれ

30 ppm (2.1 mg/kg/day)および 50 ppm (2.2 



  

mg/kg/day)と考えられた。フェンチオンの 98

日間試験からえられたNOAEL 0.17 mg/kg/day

と比較して、RPFは 0.08と算出された。 

⑫ トリクロホスメチル 

雌ラットの脳 ChE 活性への作用に関しては、

多くの報告があるが、いずれも未公表データ

であり、BMD10や ED50を算出するためのデ

ータは得られなかったことから、NOAEL を

比較して RPF を求めることとした。脳 ChE

阻害作用に関する最も低い NOAEL 1000 ppm 

(71 mg/kg/day)をフェンチオンの 98日間試験

から得られた NOAEL 0.17 mg/kg/day と比較

して、RPFは 0.002となった。 

⑬ ベンスリド (SAP) 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 31.91 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、ベンスリドの RPF は

0.008と算出された。 

⑭  エディフェンホス (エジフェンホス、

EDDP) 

ラットの 3か月及び 2年間混餌投与試験が実

施されているが、いずれも未公表データであ

り、試験結果の詳細情報は得ることができな

かったため、NOAELを基に RPFを求めるこ

ととした。いずれの試験においても脳の ChE

阻害作用が認められており、NOAEL はそれ

ぞれ 30ppm 及び 15 ppmと考えられた。エデ

ィフェンホスの摂取量が報告されていないた

め、雌ラットの平均的な Food factor (亜慢性試

験では 0.102 kg food/kg、慢性試験では 0.083 

kg food/kg)を用いて、30 ppm及び 15 ppm投与

群におけるエディフェンホス摂取量は 3.06 

mg/kg/day及び 1.25 mg/kg/dayと算出された。

より低い値をフェンチオンの 98 日試験の結

果から得た 0.17 mg/kg/dayと比較した結果、

RPFは 0.136となった。 

⑮ メチダチオン (DMTP) 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 0.25 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、メチダチオンの RPF は

0.96と算出された。 

⑯ アニロホス 

ChE阻害作用に関する報告は、雄ラットに 28

日間強制経口投与し、血清、血球、脳などの

ChE活性を測定した試験のみであった。脳の

ChE 活性データに BMD 法を適用したが

variance が適合しなかったため、ED50を比較

して RPFを算出することとした。アニロホス

の脳の ChE 阻害作用に関する ED50は 39.58 

mg/kg/day と算出された。この値をフェンチ

オンの ED50 2.17 mg/kg/dayと比較して、アニ

ロホスの RPFは 0.055と算出された。 

⑰ ジメトエート 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 0.25 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/day と比較し、ジメトエートの RPF は

0.960と算出された。 

⑱ マラソン (マラチオン) 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 313.91 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/dayと比較し、マラソンの RPFは 0.001

と算出された。 

⑲ フェントエート 

ラットを用いた 2 つの慢性毒性/発がん性試

験において脳の ChE 活性が測定されている

ものの、いずれも未公表データであることか

ら、BMD10や ED50を算出することはできな

かった。104 週間混餌投与試験では、最高用



  

量群である 22 mg/kg/day投与群でも脳の ChE

活性への影響は認められなかった。一方、116

週間混餌投与試験では、最高用量群である 25 

mg/kg/day 投与群において軽度な脳の ChE 活

性の低下 (17%↓)が認められ、NOAEL は 5 

mg/kg/day と判断された。この値をフェンチ

オンの脳 ChE阻害作用に関する NOAEL 0.17 

mg/kg/day と比較した結果、フェントエート

の RPFは 0.034と算出された。 

⑳ エチルチオメトン 

米国 EPA による複合暴露評価の対象物質で

ある。EPAにより算出された雌ラットの脳の

ChE 阻害作用に関する BMD10 = 0.07 

mg/kg/day をフェンチオンの BMD10=0.24 

mg/kg/dayと比較し、エチルチオメトンの RPF

は 3.429と算出された。 

㉑ ピペロホス 

ラットに５か月間強制経口投与した試験にお

いて、21.4 mg/kg/day以上の投与群で脳の ChE

活性が低下したことが報告されており、脳

ChE 阻害作用に関する NOAEL は 8.6 

mg/kg/day と判断された。この試験は未公表

データであることから、結果の詳細情報は入

手できず、また、その他にラットの脳 ChE活

性への影響を調べた試験の報告はなかった。

NOAEL 8.6 mg/kg/dayをフェンチオンの 98日

間試験から得られた NOAEL 0.17 mg/kg/day

と比較して、ピペロホスの RPFは 0.020と算

出された。 

㉒ ホセチル 

ラットの 13週間混餌投与試験において、最高

用量である 2500 mg/kg/day投与群においても

脳の ChE 活性の低下は認められなかったこ

とが報告されている。従って、ChE阻害作用

を対象とした複合暴露評価の対象物質とする

べきではないと判断された。 

 

表 5に示した通り、RPF法により求めた有

機リン系農薬の総曝露量は 0.0025367 mg/Lと

なった。フェンチオンの ChE阻害作用に関す

る BMDL10 0.21 mg/kg/dayを基に、不確実係

数を 100、体重 50 kg、飲水量 2L/day、割当

率 10％とすると、フェンチオンの ChE 阻害

作用に基づく目標値は 0.00525 mg/Lとなる。

この値を用いて有機リン系農薬の ChE 阻害

作用に基づくリスクを算出したところ、

0.48319 (0.0025367 ÷ 0.00525)となった。 

7. 長鎖パーフルオロカルボン酸類の毒性発現

の違いに関する研究 

PFTeDA投与ラットの血清中 PFCA濃度 

10 mg/kg/dayのPFTeDAを投与したラットの血清

中 PFTeDA濃度は、雄では 10930 ng/mL、雌で

は 11274 ng/mLであった。PFTeDAを投与したラ

ットの血清中からは、炭素数8～13の直鎖PFCA

類及び炭素数 11～16の分岐鎖 PFCA類も検出

され、直鎖 PFUdA、直鎖 PFDoA 及び分岐鎖

PFTeDA の濃度は数百 ng/mL と比較的高かっ

た。分岐型 PFUdA、PFDoA及び PFTrDAの血

清濃度には、明確な性差 (雄>雌)が見られ、

直鎖 PFOA、直鎖 PFNA及び分岐型 PFHxDA

は雄のみで検出された。 

PFHxDA投与ラットの血清中 PFCA濃度 

100 mg/kg/dayの PFHxDAを投与したラット

の血清中直鎖 PFHxDA濃度は、雄では 1308 

ng/mL、雌では 1780 ng/mLであった。PFHxDA

を投与したラットの血清中からは、分岐型

PFHxDAが検出され、その濃度は雄では 1110 

ng/mL、雌では 89.5 ng/mLと高かった。その

他にも、直鎖型 PFNA、PFDA、PFUnA、PFDoA、

PFTrDA、PFTeDA、PFOcDA、分岐型 PFUnA、

PFDoA、PFTrDA、PFTeDA及び PFOcDAが

検出されたが、これらの PFCA類の血清中濃

度はいずれも 300 ng/mL未満であった。直鎖

型 PFNA及び分岐型 PFUnAの血清中濃度に

は明確な性差 (雄＞雌)がみられた。直鎖型

PFHxA、PFHpA、PFOA及び分岐型 PFDeAは、



  

雄のみで検出された。 

被験物質中の PFCA含量 

PFTeDAの被験物質からは、不純物として、直

鎖型 PFDA、PFUdA、PFDoA、PFTrDA、

PFHxDA、PFOcDA、分岐型 PFDoA、PFTrDA、

PFTeDA、PFHxDAが検出され、PFHxDAの被

験物質からは、直鎖及び分岐型 PFDoA、直鎖

PFTrDA、直鎖及び分岐型 PFTeDA、分岐型

PFHxDA、直鎖及び分岐型 PFOcDAが検出さ

れたが、いずれの含有量も 0.01％未満であっ

た。 

 

D. 考察 

1. 突発的水質事故時等の対応のあり方に関す

る研究 

福島第一原子力発電所事故時における広報に

ついての報告より、関係各所と緊密に連携を

取りながら対応に当たること、および、記者

会見などは水道局だけではなく健康・衛生に

関する部局と共同で行うことが重要だと示唆

された。また、メディアとの信頼関係が醸成

された理由としては、放射能の測定結果を可

能な限り速やかに、かつ定期的に公表したこ

とが考えられた。また、公表に当たっては、

報道各社に単に発表文を届けるのではなく、

報道担当が直接、都庁記者クラブ内にある報

道各社のブースに赴き、担当記者に手渡すこ

ととした。このとき、報道担当が危機管理担

当を兼務しているため、ほとんどの疑問につ

いてはその場で回答できたこと、も理由とし

て大きかったのではないかと考えられる。情

報提供の迅速性、手続きの透明性、説明の明

確性などが報道機関より好評を得ることがで

きた理由だと考えられた。また、ホームペー

ジでの対応については、アクセス件数が急増

した対策として、トップページのイラスト表

示をテキストデータのみの簡易表示にするな

どを行うことでアクセスしにくさを解消した。

さらに、英語での情報提供の要望が多かった

ことから、「放射能測定結果（英語版）」も同

時に掲載するようにした、などといった工夫

も重要だと考えられた。 

ホルムアルデヒド事故を受けた用水供給事

業体としての情報共有の問題については、受

水団体との情報共有について不十分であった

ことから今後ともより一層確実な対応をここ

ろがけることとしている。しかし、住民への

対応については、用水供給団体としては限界

があり、受水団体の協力を得なければならな

い側面があるが、一方で受水団体においても

人手が足りないこと、水道部局内だけでは対

応が難しいこと、広報手段を含む住民とのコ

ミュニケーションが十分でなかったこと等の

問題点が挙げられた。 

「摂取制限を伴い給水継続を実施」を仮定

した場合の対応として、淀川を水源とする阪

神水道企業団の検討例を図 1に示した。その

際の課題として、構成市で給水停止と給水継

続の対応が異なる場合が想定される。構成市

の対応が分かれた場合に希望どおりの対応が

可能かどうかを水運用面から調査したところ、

構成市の希望どおりの対応が困難であるとの

結果となった。したがって、水質事故等によ

って、供給停止か摂取制限による給水継続す

るかについては、構成市で統一した判断が必

要であると再認識された。また、摂取制限実

施時に調整池等で応急給水用水を確保するた

めには、汚染された摂取制限しながら送水す

る生活用水と調整池に貯留された応急給水用

水を完全に切り離す必要があるが、これらの

流入弁や連絡弁については、通常の運用で開

閉することがほとんどないため、切り離す際

に止水できない可能性もあり、応急給水用に

確保可能な貯留水量については精査が必要と

考えている。 

広報の手段について、メール機能の活用と



  

しては、自治体のホームページで公開してい

る防災関連のサイトにおいて、メールアドレ

スを登録していれば自動的にメールが配信さ

れているものがある。また、登録をしていな

くとも各携帯電話会社が災害対象エリアにい

る人に対して、緊急速報メールとしてメッセ

ージを送るサービスも存在する。しかしなが

ら、これらが断水などの事例に対応している

かどうかについては、前者の自治体へのメー

ル登録に関しては自治体次第であり、後者の

緊急速報メールについては基本的には水道の

情報については未対応であるので、今後検討

を行う必要がある。また、メール機能を活用

すること、時間と人手をかけずに給水エリア

の方々へ情報提供が可能であるため、便利な

手法である一方で、摂取制限に関する情報に

ついては、原因、現状、健康影響に関するこ

となど多様であるため、余計な混乱を与えな

いよう、メールだけではなく、ホームページ

を使っての詳細な説明が必要となってくると

思われる。電話・FAXは多数に発信するのは

適していないというデメリットがある。広報

車は常時移動しているため、情報が断片的と

なり、室内にいた場合は聞こえにくいなどの

問題点が挙げられる。またテレビは不特定多

数に情報提供できるものの、発信するかどう

かはテレビ局側の判断であり、関係のない

方々に対しても情報を提供してしまうため、

窓口対応が膨大になる恐れがあることが考え

られた。 

その他、応急給水対応も含めて、摂取制限

による給水継続を行う際の課題として、以下

のことが考えられた。 

・（用水供給事業体）摂取制限を行うかは、受

水団体の判断なので、市町、地域で対応が異

なる 

・（用水供給事業体）市町自己水を増量した場

合、消毒用の次亜塩素酸ナトリウムが不足す

る恐れがある。通常、追塩していない事業体

がある。また、基準値超過の恐れもある。

（THMs、硝酸態窒素、塩素酸） 

・摂取制限で給水が行われた場合、摂取制限

の水を飲用する人がでないか。 

・摂取制限の目安となる水質基準項目はその

ほとんどが連続監視でないため、採水する時

間によって、変動する可能性が高く、濃度の

把握が難しい。また、分析作業にも時間を要

するため、取水停止の判断が遅れ、浄水施設

へ流入する恐れがある。 

・摂取制限の配水エリアが広く、18条に基づ

く検査請求が多数あった場合、いかに対応す

るべきか。 

2. 海外における水質異常時や緊急事態への

対応に関する調査研究 

米国、欧州、豪州、およびWHO飲料水水質

ガイドライン文書における水質異常時、緊急

事態への対応について昨年度と本年度に調査

を行った結果、大きく以下の 3点について示

唆が得られた。 

1. 公衆衛生の維持及び消火用水確保などの

観点から、給水停止を行うことは少なく、摂

取制限や煮沸勧告対応が多い．対応は水道事

業体と州などの水道監督機関（環境部局ない

し公衆衛生部局）との協議の上で決定する場

合が多く、特に短期間摂取により健康に影響

おそれがある場合は水道事業体単独での意思

決定は行われないことが多い。 

2. 短期間摂取による健康影響については専

門家や衛生担当部局などに相談し、基準値と

は別の健康助言値等の利用を重視している。

急性の短期曝露に対する健康に関する助言値

等は、緊急事態に汚染物質を含んだ水の供給

するリスクと水を供給しないことのリスクの

バランスを決定する際の助けになる。 

3. 国・連邦の水道担当部局は技術的助言を行

うが、上位の対応決定権を持つ場合もある（米



  

国の場合）。 

なお、短期間摂取による健康影響に関する

値については、本分科会にて検討を行ってい

る亜急性参照用量(saRfD)が参考になる。今

のところ saRfD は日本の水質基準値に設定

されているもののみを対象としていることか

ら、それ以外の化学物質に関しては（あるい

は saRfD に含まれている化学物質に関して

も）、WHO のガイドライン関連文書や EPA

の健康助言値(HA)などが参考資料として役

立つと考えられる。また、WHO ガイドライ

ン文書において示されているように、化学物

質に対して迅速な意思決定が必要な場合、短

期間（たとえば数日間）について飲料水に対

して ADI（一日許容摂取量）や TDIの 100%

を割り当てることは可能であり、また、他の

経路からの曝露が重大な場合、または曝露が

数日以上にわたり継続しそうな場合は、割当

率をガイドライン値（基準値）導出時よりも

多く割り当てることは可能であろうと考えら

れた。 

3. 経口曝露換算の総潜在用量、割当率および

間接飲水量の推定 

食品や自然の室外空気においては、THMs類

やHAAs類の消毒副生成物が高濃度で検出さ

れることはまれであり、水道水以外が消毒副

生成物の大きな曝露源になることは考えにく

い。しかしながら、THMs類が揮発性であり、

間接的な吸入曝露も考えられるので、消毒副

生成物の割当率としては比較的小さな値であ

る 20 %がデフォルト値として使われている。

しかしながら、THMs類と HAAs類の物性は

大きく異なり、THMs 類は揮発性が高く、

HAA 類の揮発性は低い。当初は、揮発性が

低い HAA 類については、妥当な割当率は

THM 類より大きくても良いとも考えていた。

しかしながら、THMs類と HAAs類では、本

研究の結果で算定された割当率は大きく異な

ることはなかった：2 L/d の飲水量に相当す

る割当率は、THMs類で 29 から 44 %、HAA

類で 26から 40 %であった。これは、THMs

類の間接摂取が揮発経由の吸入曝露であるの

対し、HAA 類は調理経由の経口曝露である

が、THMs類と HAAs類の間接摂取量が同程

度であることに起因している。  

高曝露群の曝露量が TDIに一致する、すな

わち TDIを超えないような条件の濃度は、す

べての消毒副生成物（検討対象の THM類と

HAA 類）で、現行の水道水質基準値または

新基準値案の値より大きな値となった。消毒

副生成物の評価値を算定する際には 2 L/day

の飲水量と 20%の割当率が使われているが、

本研究の結果では 2 L/dayに相当する割当率

は、20%より大きい 26 から 44 %であった。

したがって、水道水質準値には余裕があると

の見方もできるかもしれない。しかし、本研

究は限られたデータで解析を行っており、そ

の意味では正確に曝露シナリオを再現してい

るとは言い難く、得られた数値に余裕を持た

せて見ることも必要かもしれない。したがっ

て、THMs類と HAAs類の物性は大きく異な

るが、結果として、消毒副生成物の割当率と

して、20 %のデフォルト割当率を使用するこ

とが妥当であると考える。総じて、研究結果

は、新基準値案を含む現行の水道水質基準値

は、水道水の極端な飲用やその他の使用が高

曝露を生じたとしても健康影響の生ずるもの

ではないことを示しており、その妥当性を支

持するものである。 

4. 成人の潜在的な水道水摂取量の推定に関

する研究 

摂水量アンケート調査のこれまでの解析では、

水道水の間接飲水量はスープ類摂取量しか考

慮していなかった。本年度は、ご飯内に含ま

れる水道水による間接飲水量を推定すること

ができた。本推定においては、炊飯中に蒸発



  

する水分については水量に含まれていない。

水道に含まれている化学物質が揮発性かどう

かで、ご飯に残る化学物質の量が変わるであ

ろう事は留意すべきであろう。ただし本研究

での摂水量に関しては、水量だけの議論であ

ることから考慮する必要はない。同様のこと

は、以前報告したスープ類による水道水摂取、

さらにはお茶などの熱い飲料の摂取にも言え

ることである。 

また、以前は「清涼飲料水」の分類に清涼飲

料水のみならず牛乳とアルコール飲料も加え

て「全液体摂取量」という表現を使用してい

た。しかし、本研究における解析により、こ

のうち牛乳とアルコール飲料は水道水の摂取

を補完している飲料ではないことが示された。

以上の検討より、市販の飲料（ボトル水やペ

ットボトルのお茶などを含む清涼飲料水）と

言った水道水摂取量と補完関係（あるいは競

合関係）にある項目も含めた pTWI（潜在的

水道水摂取量）を提案し、その内訳を「水道

水直接摂取」＋「ボトル水」＋「清涼飲料水」

＋「水道水間接摂取（スープ類、ご飯中の水

道水）」とすることができた。 

5. 水道汚染物質の亜急性評価値に関する研

究 

実験動物を用いた毒性試験の結果を基に基準

値が設定された 19 項目について、食品安全

委員会の評価書を基に、亜急性評価値 

(saRfD)の算出を試みた。表 6 に示したよう

に 18項目について saRfDを設定することが

できた。設定した saRfDを TDI/VSDと比較

した結果 (表 7)、トリクロロ酢酸、ホウ素及

びその化合物、トリクロロエチレン、亜硝酸

態窒素の4項目についてはTDIと同じ値が設

定されたが、トリクロロ酢酸に関しては信頼

できる亜急性毒性データの報告がなかったた

め、今後適切な試験が実施された際にはより

高い値が設定される可能性がある。その他の

15 項目については、3 倍から 33 倍高い値が

算出された。 

水道水は、飲用、炊事、洗濯、風呂、水洗

便所のみならず、空調用水、冷却水、消防用

水等の都市活動や医療活動に使用されており、

都市機能や公衆衛生の維持に不可欠なもので

ある。従って、事故等で汚染物質濃度が基準

値を超えた場合でも、その濃度や推測される

暴露期間等を考慮して慎重に対応する必要が

ある。本研究では、このような一時的な水質

汚染の際に参考すべき値として saRfDを設定

した。事故時には、緊急の判断が必要となる

ことから、本研究で設定した値は非常に有用

と考えられる。本研究では、主に食品安全委

員会の評価書を基に安全性評価を行っており、

評価書公表時以降の新しい情報の検索は行っ

ておらず、今後はさらなる検討が必要と考え

られる。 

6. 有機リン系農薬の複合曝露評価に関する

研究 

22 種の有機リン系農薬について HI 法及び

RPF法による評価を行った。10物質について

は、ChE阻害作用の用量反応性に関する十分

なデータが得られず、BMD 法を適用するこ

とはできなかった。イソキサチオン、イプロ

ベンホス、ピリダフェンチオン、トリクロホ

スメチル、エディフェンホス、フェントエー

ト、ピペロホスに関しては、投与後の ChE活

性測定値を入手できなかったことから、

NOELを基に RPFを算出した。特に、イソキ

サチオンについては、単一用量を犬に単回投

与した試験の報告のみであった。この試験で

は、ChE阻害作用は定常状態に達しておらず、

また、脳 ChE活性を調べていない試験である

ことから、得られた RPF値の信頼性は低いと

考えられる。 

RPF 法により算出された有機リン系農薬

の ChE阻害作用に基づくリスク (0.483)は HI



  

法によって算出された値 (0.915)よりも小さ

い値となったものの、上述の通り、多くの有

機リン系農薬について十分な用量依存性デー

タが得られておらず、より信頼性の高い RPF

を算出するためにさらなるデータが必要であ

る。 

7. 長鎖パーフルオロカルボン酸類の毒性発現

の違いに関する研究 

長鎖 PFCAの毒性強度の違いの要因を明らか

にするために、PFTeDA及び PFHxDAを投与し

たラットの血清中 PFCA濃度を測定した。100 

mg/kg/dayのPFHxDAを投与したラットの血清中

直鎖 PFHxDA濃度は、PFOcDA (200 mg/kg/ 

day)を投与したラットの血清中直鎖 PFOcDA濃

度と比較すると、30～40倍高かった。また、10 

mg/kg/dayの PFTeDAを投与したラットの血清中

直鎖 PFTeDA濃度は、PFHxDA群の血清中直

鎖 PFTeDA濃度よりも 6～8倍高く、0.5 mg/kg/ 

dayの PFDoAを投与したラットの血清中直鎖

PFDoA濃度の 2分の 1から 4分の 3であった。 

PFTeDA及び PFHxDAを投与したラットの血

清中からは、標的 PFCA (それぞれ直鎖

PFTeDA及び PFHxDA)以外の PFCA類が検出

された。特に PFHxDA群では、直鎖 PFTeDA以

外の PFCA類が総 PFCA濃度の 50％以上を占

めていたことから、これらの PFCA類が毒性発現

に関与している可能性が考えられる。フッ素-炭

素結合は非常に強固であることが知られてお

り、長鎖 PFCA類が β酸化等により炭素数の

より少ない化合物に代謝される可能性は低い

と考えられる。吸収率や排泄速度の違いによ

り、被験物質中に不純物として含まれていた

微量の PFCAの存在比率が血中で大きく変化

した可能性が考えられる。 

 

E. 結論 

突発的水質事故発生時の対応のあり方につい

て、諸外国の事故事例や標準的対応方法に関

する調査、およびWHO飲料水水質ガイドラ

イン文書等文献での調査を行った。公衆衛生

の維持及び消火用水確保などの観点から、特

に大規模な事業体では給水停止を行うことは

少なく、摂取制限や煮沸勧告対応が多いこと

が示された。また、対応は水道事業体と州な

どの水道監督機関（環境部局ないし公衆衛生

部局）との協議の上で決定する場合が多く、

水道事業体単独で判断をすることは、調査し

た範囲ではほとんどなかった。さらに、短期

間摂取による健康影響については専門家や衛

生担当部局などに相談し、基準値とは別の健

康助言値等の利用を重視している。急性の短

期曝露に対する健康に関する助言値等は、緊

急事態に汚染物質を含んだ水の供給するリス

クと水を供給しないことのリスクのバランス

を決定する際の助けになる。これらの点は、

原子力発電所事故により乳児の飲用に関す

る暫定指標を超える放射性ヨウ素の検出が

された際の広報に関する報告においても当

てはまり、特に健康・公衆衛生部局との緊

密な連携が重要なことが示された。 

「摂取制限を伴い給水継続を実施」の選

択肢を仮定した場合の対応について検討し

た結果、まずは取水停止を行うこと、その

判断基準を明確にすることが重要であると

考えられた。また、取水停止期間が長期化

した場合、水供給が停止するおそれがあり

市民生活への影響が非常に大きくなる一方

で、水質基準を超える水を供給した場合、

施設洗浄や水替えが必要となることで影響

時間が長くなる可能性もあり、短期間であ

れば供給停止を選択した方が影響時間は短

くなることも考えられた。影響が長期間に

及ぶ場合は、生活用水としての取水再開を

検討する。また、水質事故時等の摂取制限

実施時には、調整池等の水を応急給水用水

として確保しながら、生活用水を供給する



  

ことなどを案として提案できた。 

経口曝露換算の総潜在用量、割当率および

間接飲水量の推定においては、トリハロメタ

ン類(THMs)4 種とハロ酢酸類(HAAs)3 種の

消毒副生成物を対象に解析を行った。THMs

類と HAAs類の物性は大きく異なるが、消毒

副生成物の割当率として 20 %のデフォルト

割当率を使用することが妥当であると考えら

れ、新基準値案を含む現行の水道水質基準値

は、水道水の極端な飲用やその他の使用が高

曝露を生じたとしても健康影響の生ずるもの

ではないことを示しており、その妥当性を支

持するものであった。 

水道水摂取量アンケート調査の再解析によ

り、水道水質の健康リスク評価に直接利用す

ることのできる「潜在的な水道水摂取量

（pTWI）」について提案することができた。

また、pTWIの内訳として、水道水直接摂取、

ボトル水、清涼飲料水(アルコール飲料と牛乳

は含まない)、水道水間接摂取（スープ類、ご

飯中の水道水）の摂取量の総和で表すことが

適切であることを示すことができた。 

日本の水質基準項目のうち、実験動物を用

いた毒性試験の結果を基に基準値が設定され

た 19 項目について、食品安全委員会の評価

書を基に、毒性情報を収集・整理した上で、

安全性評価を行った結果、18項目について亜

急性評価値 (Subacute Reference Dose; saRfD)

を算出することができた。 

複合暴露評価に関する研究では、有機リン

系農薬 22 種について Hazard index 法及び

Relative potency factor法による評価を行っ

た。 

環境蓄積性汚染物質として知られているパ

ーフルオロテトラデカン酸 (PFTeDA)及び

パーフルオロヘキサデカン酸 (PFHxDA)を

投与したラットの血清中のパーフルオロカル

ボン酸 (PFCA)類の濃度を測定した結果、

PFTeDA及び PFHxDA以外の PFCA類が多く

検出された。被験物質中に不純物として含ま

れていた微量の PFCA 類が PFTeDA 及び

PFHxDA の毒性発現に関与している可能性

が考えられる。 
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表１．測定対象の有機フッ素化合物（PFCAs） 

No PFCs abbriviation LOQ 
(ng/mL) 

tR 
(min) 

cone 
(V) 

collision 
(V) 

parent 
ion 

(m/z) 

daughter 
ion 

(m/z) 
1 perfluoro-n-pentanoic acid PFPeA 1.00  1.9  20 10 263  219  

2 perfluoro-n-hexanoic acid PFHxA 1.00  2.7  20 10 313  269  

3 perfluoro-n-heptanoic acid PFHpA 1.00  3.7  20 10 363  319  

4 perfluoro-n-octanoic acid PFOA 1.00  4.6  20 10 413  369  

5 perfluoro-n-[1,2-13C2]-octanoic acid PFOA-13C2 1.00  4.6  20 10 415  370  

6 perfluoro-n-nonanoic acid PFNA 1.00  5.5  20 10 463  419  

7 perfluoro-n-decanoic acid PFDA 1.00  6.3  20 10 513  469  

8 perfluoro-n-undecanoic acid PFUdA 1.00  7.0  20 10 563  519  

9 perfluoro-n-docecanoic acid PFDoA 1.00  7.8  20 10 613  569  

10 perfluoro-n-tridecanoic acid PFTrDA 1.00  8.6  20 10 663  619  

11 perfluoro-n-tetradecanoic acid PFTeDA 1.00  9.3  20 10 713  669  

12 perfluoro-n-hexadecanoic acid PFHxDA 1.00  10.5  20 10 813  769  
13 perfluoro-n-octadecanoic acid PFOcDA 1.00  11.6  20 10 913  869  

LOQ:定量下限値、ｔR:保持時間       

 

 

 

 

 

項目 健康影響 取水停止条件 取水再開条件 

毒物 急性 
・取水場の魚類に異常行動が認められた
場合。 
・パックテストで異常を検知した場合。

・施設（沈砂池、管路）の水替え等により魚類に異常が認め
られなくなり、かつ原水の精密検査で異常が認められなくな
った場合。 

VOC 慢性 
・原水の VOC 濃度が「VOC による水
源水質事故対応マニュアル」のレベル 5
の 2倍値を超過した場合。 

・原水の VOC 濃度が「VOC による水源水質事故対応マニ
ュアル」のレベル５※１未満となった場合。（ただし、取水
停止による水運用影響が大きい場合は、別途判断する。） 

油 慢性 ・大量の油が取水口に流入した場合。 ・油吸着剤の投入等によって、導水管への大量の油流入の恐れがなくなった場合。 

海水流入 なし 

・遡上した津波が淀川大堰を超える可能
性がある場合、淀川取水場の取水を停止
する。 
・津波規模によっては大道取水場も取水
停止する可能性あり。 

・原水の塩化物イオンが 200mg/L（水質基準値）未満とな
った場合。 
（ただし、取水停止による水運用影響が大きい場合は、別途
判断する。） 

濁度 なし ・浄水処理で対応不可能な場合。 

・原水濁度の低下を確認後、段階取水を行い、沈澱水濁度の
状況等からろ過水濁度が 0.1 度未満を確保できると判断で
きる場合 
（ただし、取水停止による水運用影響が大きい場合は、原水
でクリプトが検出されないことを前提に、沈澱水濁度の状況
等からろ過水濁度が 2 度未満を確保でき、かつ消毒効果を
確保できると判断できる場合） 
・取水停止による水運用影響が大きく、かつ上記条件を満足
できない場合は、別途判断する。 

病原性 
微生物 
クリプトス
ポリジウム 

急性 ・上流域で数万人規模の集団感染が発生した場合。 

・上流域での集団感染が収束に向かいつつあり、原水のクリ
プトが一定値※３を下回った場合。 
・取水停止による水運用影響が大きく、かつ上記条件を満足
できない場合は、別途判断する。 

カビ臭 なし ・浄水処理で対応不可能な場合。 ・市民生活への影響を考慮し、高度処理導入前の供給水のカ
ビ臭レベルをふまえながら、再開を判断する。 

 

表 2 水質異常時における取水停止の判断基準（検討中のもの） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 3 2014 年 MCHM 流出事故以降の水道水質事故の例 

 

事故発生日 場所 原因物質など 影響人数 対応およびメモ 

2014.1.9 ウエストバー
ジ ニ ア (WV)
州、チャールス
トン市を含む
9郡 

MCHM 
 (石炭洗浄剤) 
 

30万人、皮膚
炎症・吐き気
などの健康被
害 

“Do Not Use”(トイレと消防以外
に使用しないよう勧告) 
・リコリス臭、皮膚への刺激性 

2014.5.23 オレゴン州、ポ
ートランド市
と周辺 

E.Coli  
(3日連続陽性) 

67万人 “Boil Water Alert”（煮沸勧告） 
・開放型貯水池の底から死んだ鳥が
発見された 

2014.8.4 オハイオ州、ト
レド市と周辺 

ミクロキスティン
(エリー湖を水源と
する) 

40万人 “Do Not Drink”（飲用・調理用水
には使用しないよう勧告） 

2015.1.26 WV州、ルイス
バーグ市とそ
の周辺 

ディーゼルオイル
流出(7000ガロンタ
ンカー事故) 

1万 2千人 取水停止→結果として、供給水圧低
下、一部地域断水→取水再開後、煮
沸勧告 

2015.2.16 WV州、フェイ
エット郡、カノ
ーワ郡 

脱線事故（および原
油の流出） 

2000 契約者
(約 5～6000
人) 

取水停止と節水勧告→結果として、
数時間の断水→取水再開後、予防的
煮沸勧告 

事故発生

取水停止
条件

取水継続取水停止

取水再開
条件

水運用変更
・送配水バランス変更
・減量、減圧給水
・応急給水用水の確保
等

取水停止継続

取水再開
条件

NG
OK

OK

OK

短期間

長期間

NG

影響時間を
確認

供給停止

NG

影響時間を
検討

短期間

長期間

通常取水再開

水運用復帰

生活用水として
取水

摂取制限
解除条件

NG

OK

摂取制限によ
る給水継続の
判断

NG

OK

供給停止

構成4市から
取水再開の要請

図 1 取水停止・再開の判断フロー(例) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0～20 20～40 40～60 60～80 80～100

水
道
事
業
体
数

配水量に対する自己水の割合（％）

図 2 受水団体の占有率（例） 



  

 

 

図 3 モンテカルロシミュレーションによって得られたクロロホルム曝露量分布の 95％値と中央値とその

内訳．水道水濃度 114 g/L． 

 

 
図4 モンテカルロシミュレーションによって得られたモノクロロ酢酸曝露量分布の95％値と中央値とその
内訳．水道水濃度 25.6 g/L． 
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表 4. 22種の有機リン系農薬を対象とした Hazard index (HI)法による評価 

農薬名 

目標値 

(mg/L) 

浄水場出口水中濃度

（最高値） (mg/L） HQ 

1 フェンチオン(MPP) 0.001 0.00005 0.05 

2 イソキサチオン 0.008 0.00016 0.02 

3 ダイアジノン 0.005 0.00005 0.01 

4 フェニトロチオン(MEP) 0.003 0.00015 0.05 

5 ジクロルボス(DDVP) 0.008 0.00008 0.01 

6 イプロベンホス(IBP) 0.008 0.0024 0.3 

7 EPN 0.004 0.00006 0.015 

8 アセフェート 0.08 0.0008 0.01 

9 クロルピリホス 0.003 0.0003 0.1 

10 トリクロルホン(DEP) 0.03 0.0003 0.01 

11 ピリダフェンチオン 0.002 0.00006 0.03 

12 トルクロホスメチル 0.2 0.002 0.01 

13 ベンスリド(SAP) 0.1 0.001 0.01 

14 エディフェンホス 

(エジフェンホス, EDDP) 

0.006 0.00006 0.01 

15 メチダチオン(DMTP) 0.004 0.0004 0.1 

16 アニロホス 0.003 0.00006 0.02 

17 ジメトエート 0.05 0.0005 0.01 

18 マラソン (マラチオン) 0.05 0.0005 0.01 

19 フェントエート(PAP) 0.004 0.00004 0.01 

20 エチルチオメトン 0.004 0.0002 0.05 

21 ピペロホス  0.0009 0.000063 0.07 

22 ホセチル 2 0.02 0.01 

 Hazard Index (HI)   0.915 

HQ: Hazard quotient = 個々の化合物の濃度 / 目標値 

  



  

 

表 5. 22種の有機リン系農薬を対象とした Relative potency factor (RPF)法による評価 
 
 物質名 RPF 浄水最高値 

(mg/L) 
RPF × 浄水最高値 

1 フェンチオン(MPP) 1  

(index chemical) 

0.00005 0.00005 

2 イソキサチオン 2.93 0.00016 0.0004688  

3 ダイアジノン 0.038 0.00005 0.0000019  

4 フェニトロチオン(MEP) 0.471 0.00015 0.00007062  

5 ジクロルボス(DDVP) 0.102 0.00008 0.00000817  

6 イプロベンホス(IBP) 0.039 0.0024 0.0000938  

7 EPN 0.288 0.00006 0.0000173 

8 アセフェート 0.242 0.0008 0.0001939  

9 クロルピリホス 0.162 0.0003 0.0000486  

10 トリクロルホン(DEP) 0.008 0.0003 0.0000023 

11 ピリダフェンチオン 0.08 0.00006 0.0000048  

12 トルクロホスメチル 0.002 0.002 0.0000048 

13 ベンスリド(SAP) 0.008 0.001 0.0000075 

14 エディフェンホス 

(エジフェンホス, EDDP) 

0.136 0.00006 0.0000082 

15 メチダチオン(DMTP) 0.96 0.0004 0.000384 

16 アニロホス 0.055 0.00006 0.0000033  

17 ジメトエート 0.960 0.0005 0.00048  

18 マラソン (マラチオン) 0.001 0.0005 0.0000004  

19 フェントエート(PAP) 0.034 0.00004 0.00000136 

20 エチルチオメトン 3.429 0.0002 0.0006857  

21 ピペロホス  0.020 0.000063 0.00000126 

22 ホセチル - 0.02 - 

 合 計    0.0025367 

 

  



  

 

表 6 Subacute Reference Dose (saRfD)とその設定根拠 

 項目 saRfD 試験法 エンドポイント Point of Departure UF 

1 シアン化物イオ
ン及び塩化シア
ン 

-       

2 四塩化炭素 7.1 μg/kg/day 12週間経口投与
試験 (ラット) 

肝毒性 (軽度
の空胞変性等) 

NOAEL 0.71  mg/kg/day 100  

3 シス-1,2-ジクロ
ロエチレン及び
トランス-1,2-ジ
クロロエチレン 

170 μg/kg/day 90日間飲水投与
試験 (マウス) 

血清中 ALP上
昇 

NOAEL 17  mg/kg/day 100  

4 ジクロロメタ
ン 

60 μg/kg/day 104週間飲水投与
試験 (ラット) 

肝毒性 (変異
肝細胞巣) 

NOAEL 6  mg/kg/day 100  

5 クロロ酢酸 40 μg/kg/day 90日間経口投与
試験 (ラット) 

血中クレアチニン、
ALT、BUN増加 

LOAEL 12  mg/kg/day 300  

6 クロロホルム 71 μg/kg/day 3週間経口投与試
験 (マウス) 

肝臓：空胞変
性・好酸性増加 

NOAEL 7.1  mg/kg/day 100  

7 ブロモジクロ
ロメタン 

41 μg/kg/day 2世代生殖試験  
(ラット、飲水投与) 

飲水量・体重低
下、児の脳重量
低下、性成熟遅
延 

NOAEL 4.1  mg/kg/day 100  

8 ジブロモクロ
ロメタン 

170 μg/kg/day 多世代生殖毒性
試験 (ラット) 

肝臓の病理変
化、体重低値 

NOAEL 17.0  mg/kg/day 100  

9 トリクロロ酢
酸 

6 μg/kg/day 104週間飲水投与
試験 (マウス) 

肝臓：変異細胞
巣の増加 

LOAEL 6  mg/kg/day 1000  

10 ブロモホルム 179 μg/kg/day 13週間経口投与
試験 (ラット) 

肝細胞空胞形
成 

NOAEL 17.9  mg/kg/day 100  

11 ホルムアルデ
ヒド 

500 μg/kg/day 90日間飲水投与
試験 (ラット) 

体重増加抑制 NOAEL 50  mg/kg/day 100  

12 ホウ素及びそ
の化合物 

96 μg/kg/day 発生毒性試験 
 (ラット) 

胎児重量低下、
骨格変異増加 

NOAEL 9.6  mg/kg/day 100  

13 トリクロロエ
チレン 

1.46 μg/kg/day 生殖発生毒性 
試験 (ラット） 

胎児の心臓異
常 

BMDL10 0.146  mg/kg/day 100  

14 塩素酸 300 μg/kg/day 90日間飲水投与
試験 (ラット) 

甲状腺のコロイ
ド枯渇 

NOAEL 30  mg/kg/day 100  

15 ベンゼン 1.2 μg/kg/day 職業暴露における
疫学研究 

白血病     

16 ジクロロ酢酸 3.9 μg/kg/day 90～100週間飲水
投与試験(マウス) 

肝細胞癌及び
肝細胞腺腫 

     

17 臭素酸 1.1  μg/kg/day 100週間飲水投与
試験 (ラット) 

精巣の中皮腫     

18 1,4-ジオキサン 6.48  μg/kg/day 2年間飲水投与試
験 (ラット) 

肝細胞腫瘍     

19 亜硝酸態窒素 15  μg/kg/day 13週間飲水投与
試験 (ラット) 

副腎皮質球状
帯の肥大 

NOAEL 1.47  mg/kg/day 100  

 

  



  

 

表 7 Subacute Reference Dose (saRfD)と TDI/VSDの比較 

 
項目 TDI or VSD saRfD 変化率* 

1 シアン化物イオン及び塩化シアン TDI: 4.5 μg/kg/day -   

2 四塩化炭素 TDI: 0.71 μg/kg/day 7.1 μg/kg/day 10  

3 シス-1,2-ジクロロエチレン及び 
トランス-1,2-ジクロロエチレン 

TDI: 17 μg/kg/day 170 μg/kg/day 10  

4 ジクロロメタン TDI: 6 μg/kg/day 60 μg/kg/day 10  

5 クロロ酢酸 TDI: 3.5 μg/kg/day 40 μg/kg/day 11  

6 クロロホルム TDI: 12.9 μg/kg/day 71 μg/kg/day 5.5  

7 ブロモジクロロメタン TDI: 6.1 μg/kg/day 41 μg/kg/day 6.7  

8 ジブロモクロロメタン TDI: 21 μg/kg/day 170 μg/kg/day 8  

9 トリクロロ酢酸 TDI: 6 μg/kg/day 6 μg/kg/day 1  

10 ブロモホルム TDI: 17.9 μg/kg/day 179 μg/kg/day 10  

11 ホルムアルデヒド TDI: 15 μg/kg/day 500 μg/kg/day 33  

12 ホウ素及びその化合物 TDI: 96 μg/kg/day 96 μg/kg/day 1  

13 トリクロロエチレン TDI: 1.46 μg/kg/day 1.46 μg/kg/day 1  

14 塩素酸 TDI: 30 μg/kg/day 300 μg/kg/day 10  

15 ベンゼン VSD: 0.4 μg/kg/day 1.2 μg/kg/day 3  

16 ジクロロ酢酸 VSD: 1.3 μg/kg/day 3.9 μg/kg/day 3  

17 臭素酸 VSD: 0.357 μg/kg/day 1.1  μg/kg/day 3  

18 1,4-ジオキサン VSD: 0.054 mg/L 
(=2.16 μg/kg/day) 

6.48  μg/kg/day 3  

19 亜硝酸態窒素 TDI: 15 μg/kg/day 15 μg/kg/day 1  

*: saRfDを TDI もしくは VSDで割った値 

 

 

 

 

 


